
分類 事 業 名 事業概要 局区名 担 当 課

継続 職員研修 　憲法月間・人権月間において、所属単位で研修を実施する。 環境政策局 環境総務課

継続
ごみ減量・分別に係る啓発チラ
シの外国語版、点字版、音声
テープ版、CD版の作成・配布

　外国人や障害者に対して、ごみ減量・分別リサイクルの取組を周知する。 環境政策局 資源循環推進課

継続
有料指定袋制の実施に伴う福祉
施策

　ごみの減量に一定の制約がある紙おむつの支給を受けておられる方や、在宅で腹膜透
析を実施されている方等に対して、「負担の公平性」の原則を踏まえ、指定袋を一定枚
数配布する制度を設けている。

環境政策局 資源循環推進課

継続 誰もが使える観光トイレの充実
　誰もが快適に利用できるように、観光トイレ（※）の充実を図る。
※　多くの観光客が訪れる場所にある民間トイレ所有者の皆様の御協力を得て、観光客
や市民の皆様に開放いただくトイレ

環境政策局 まち美化推進課

継続
ごみ収集福祉サービス（まごこ
ろ収集）の実施

　ごみ出しが困難な要介護高齢者等への生活支援として、定期的に収集するごみ（燃や
すごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック製容器包装、小型金属類・スプレー
缶、雑がみ）を自宅の玄関先まで回収に伺う。

環境政策局 まち美化推進課

継続 職員研修 　憲法月間・人権月間において、所属単位で研修を実施する。 行財政局 総務課

継続
市庁舎等の身体障害のある方・
高齢者対応設備の設置・改修

　「京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例」に基づき、身体障害のある方や高齢
者が、より安心して利用することのできる市庁舎を目指す。

行財政局 庁舎管理課

継続
職員研修
[人権研修の実施]

　人権文化の構築に向けて、研修推進月間と位置付ける５月「憲法月間」及び１２月
「人権月間」に、すべての職員を対象とした人権に関する理解を深める研修を実施する
とともに、局区等を会場として人権等の重要テーマに関する研修を実施する。手話に係
る研修については、新規採用職員研修、公務員基本理念研修、新任主任級職員研修にお
いて、手話や聴覚障害への理解に関する講義を実施する。

行財政局 人事課

継続
職員研修
[局区等研修の充実]

　局区等が人権等研修を円滑に実施できるよう、研修教材の貸与、相談助言といった支
援を行う。また、研修推進月間と位置付ける５月の「憲法月間」、１２月の「人権月
間」に、所属における研修を奨励・支援することで、人権問題の意識を高める。

行財政局 人事課

継続
職員研修
[研修教材や研修資料の充実]

　研修DVD等の視聴覚教材や研修資料の収集に努め、庁内イントラネットのホームペー
ジにおいて、広く職員に対して情報提供を行う。

行財政局 人事課

継続 テレビ広報の一部への字幕挿入
　ＫＢＳ京都放送局において、市の主要施策等を紹介する番組を制作する際に字幕を挿
入。

総合企画局
市長公室
広報担当

継続
動画への字幕及び手話通訳の挿
入

　聴覚に障害がある方に対して、字幕または手話通訳の動画により市政の情報を提供す
る。

総合企画局
市長公室
広報担当

継続
各種広報媒体を活用した広報啓
発活動の展開

　すべての市民が共に生きる社会の構築に向け、各種広報媒体を活用した啓発活動を行
う。

総合企画局
市長公室
広報担当

継続 市民しんぶん視覚障害者版
　視覚に障害がある方に対して市政の情報を提供するため、点字版・文字拡大版・テー
プ版・デイジー(CD)版を発行。

総合企画局
市長公室
広報担当

継続
インターネットによる情報の発
信

　すべての市民が共に生きる社会の構築を目指す。 総合企画局
市長公室
広報担当

継続
広報媒体を活用した集中的な啓
発活動の展開（人権月間等にお
ける啓発活動）

　担当局と連携し、適宜、市民しんぶん等において啓発活動を展開し、市民啓発の相乗
効果を図る。

総合企画局
市長公室
広報担当

継続
生活ガイドブック「暮らしのて
びき」視覚障害者版

　視覚に障害がある方に対して市政の情報を提供する。 総合企画局
市長公室
広報担当

継続 災害時多言語電話通訳事業
　近年の大規模災害の発生も踏まえ、災害発生時、避難所の運営主体等が外国籍市民等
に対応できる体制を整える。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
社会見学受け入れ事業
（国際交流協会）

　社会見学授業として、国際交流会館の機能の紹介や外国籍市民等を取り巻く状況説
明、事業概要説明などの後、現場で働くスタッフやボランティア活動の見学、留学生と
の交流などを行う。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
京都市国際交流・多文化共生審
議会の開催

　本市の国際的な事業（国際交流、国際協力、多文化共生等）の展開に関する事項につ
いて、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対
し、意見を述べる。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続 医療通訳派遣事業
　外国籍市民等が安心して医療サービスを受け、安全に暮らすことができる社会を目指
す。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
kokokaオープンデイ（国際交流
協会）

　すべての市民が気軽に利用できる国際交流拠点としての「kokoka（国際交流会館）」
を紹介するとともに、外国籍市民等による文化の紹介などを通して市民レベルでの国際
交流を推進する。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
国際理解プログラム「PICNIK」
（国際交流協会）

　京都市内の小・中学校が実施する国際理解教育の授業に留学生を講師として派遣す
る。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続 世界の絵本展（国際交流協会） 　絵本を通して広く異文化に親しむ機会を提供する。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
外国人のための住宅支援事業
（国際交流協会）

　外国籍市民等が安心した生活を送ることができるよう支援する。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
外国人留学生のための就労支援
事業（国際交流協会）

　留学生向けの就職説明会に広報面等での協力を行う。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
インターネットによる情報受発
信事業（国際交流協会）

　外国籍市民等に生活に必要な情報を提供する。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続 外国籍市民総合相談窓口の運営
　外国籍市民の方の相談に対して、多言語で適切な窓口案内等を行う。また、行政サー
ビスの利用や手続等について、通訳支援を行う。

総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
ボランティア活動育成事業（国
際交流協会）

　kokokaボランティアの組織化及び活動の充実を図る。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
ヘイトスピーチなど特定の民族
や国籍に対する差別事象への対
応

　外国籍市民等が安心、安全に暮らせる社会の実現を目指す。 総合企画局
国際交流・
共生推進室
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継続
地域・多文化交流ネットワーク
促進事業

　多様な文化的背景を持つ人々と地域住民との交流を促進する。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続 多言語情報発信サポート事業 　外国籍市民等に分かりやすい情報提供を行う。 総合企画局
国際交流・
共生推進室

継続
文化芸術による共生社会実現に
向けた基盤づくり事業

　文化芸術により社会課題や困難の緩和につなげ，共生社会（誰もが相互に人格と個性
を尊重し，支え合い，人々の多様な在り方を認め合える社会）を実現するための基盤を
つくる。

文化市民局 文化芸術企画課

継続
「真のワーク・ライフ・バラン
ス」の推進

　「真のワーク・ライフ・バランス」に積極的に取り組む企業の実例をホームページや
民間情報誌等を活用して広く発信するなど好事例の周知に努め、取組の「見える化」等
を進める。

文化市民局 共生社会推進室

継続 男女共同参画推進計画の推進
　男女共同参画社会の実現するため、男女共同参画推進計画に基づき、重点分野である
「ＤＶ対策」及び「真のワーク・ライフ・バランスの推進」をはじめとした様々な事業
を計画的に実施する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
男女共同参画センター「ウィン
グス京都」の運営

　男女共同参画推進のための拠点施設である京都市男女共同参画センターにおいて、市
民の多様なニーズに対応した啓発活動や男女共同参画に関する講座等を実施する。

文化市民局 共生社会推進室

継続 DV対策事業

　DV被害の相談をはじめ、被害者の自立に向けた多様な支援を実施する。
　ＤＶ相談支援センターの運営やウィングス京都での相談事業をはじめ、民間シェル
ター事業者への補助や、ＤＶシンポジウム・広報啓発など、ＤＶ根絶に向けて様々な取
組を行う。

文化市民局 共生社会推進室

継続 男女共同参画苦情等処理制度

　本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及
ぼすと認められる施策についての苦情や意見等に対し、弁護士等専門知識を有する苦情
等処理専門員が調査を行い、必要に応じて、当該関係者に対し助言・是正の要望等を行
う。

文化市民局 共生社会推進室

継続
市の附属機関等における女性委
員の登用の推進

　政策の立案から決定までの過程における男女共同参画の推進を図るため、事前協議の
徹底や人材情報の提供等を通じて、女性委員の登用促進を図る。

文化市民局 共生社会推進室

改善 女性の活躍推進事業

　これまで、京都における女性活躍を加速化させるため、平成２７年３月に経済団体、
労働団体、行政等が連携したオール京都体制で、「輝く女性応援京都会議」を発足さ
せ、同会議において開設した「京都ウィメンズベース」を拠点として、女性活躍推進法
に基づく企業の行動計画の策定支援や企業の枠を超えた人材育成研修など、各事業を展
開してきた。
　令和4年度は、国の地域女性活躍推進交付金の拡充などの動向も踏まえ、コロナ下で不
安や困難を抱える女性への支援を拡充し、より一層女性の活躍を推進することで、誰も
があらゆる分野で活躍できる社会の実現に向けて取り組んだ。

文化市民局 共生社会推進室

継続
市民活動総合センターの管理・
運営

　ＮＰＯやボランティア団体等による公益的な市民活動を、特定の分野や領域を越えて
総合的に支援するとともに、市民の交流及び連携の推進を図る。

文化市民局 地域自治推進室

継続 事前登録型本人通知制度の運用
 　第三者による住民票の写しや戸籍全部事項証明書等の不正請求及び不正取得による個
人の権利・利益の侵害の防止を図るとともに、住民票の写し等が第三者等に交付された
事実を知る権利を保障するため、「事前登録型本人通知制度」の適正な運用に努める。

文化市民局 地域自治推進室

継続
犯罪被害者支援策の推進（支援
対策）

　犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減のため、ワンストップ窓口の設置、生活困
窮者への生活資金給付等の日常生活支援、住居の提供、心のケア等、被害直後から中長
期にわたる支援対策を推進する。

文化市民局 くらし安全推進課

継続
犯罪被害者支援策の推進（啓
発・教育）

　犯罪被害者等を社会全体で支える地域社会の実現に向け、「いのちを紡（つむ）ぐ週
間」や「犯罪被害者週間」等あらゆる機会を捉えて、犯罪被害者等が置かれている状況
や必要な支援について発信し、市民や事業者の理解を深め、支え合う意識の醸成につな
げる。
　学校と連携し、中高生を対象とした「いのちを考える教室」（犯罪被害者遺族による
講演）を開催する。

文化市民局 くらし安全推進課

文化市民局 共生社会推進室

都市計画局
すまいまちづくり
課

継続 「人権ゆかりの地」の発信
　京都市内に数多く存在する名所・旧跡を「人権ゆかりの地」として紹介する案内マッ
プを作成し、人権の視点から見た京都の魅力を国内外に広く発信する。

文化市民局 共生社会推進室

継続 SNSを活用した情報の発信
　人権に関する情報を、更に多く、よりタイムリーに発信するため、主に若年層をター
ゲットとして、ＳＮＳ（ツイッター及びフェイスブックページ）を活用して情報を発信
する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
人権擁護委員による特設人権相
談の実施

　京都人権啓発活動ネットワーク協議会の構成機関による連携協力の一環として、人権
擁護委員による特設人権相談を本市施設でも実施することにより、市民が人権に関する
困りごとについて相談できる機会を提供する。

文化市民局 共生社会推進室

継続 人権啓発サポート制度 　市民や企業が実施する人権に関する研修や啓発活動を支援する。 文化市民局 共生社会推進室

継続 京都市人権レポートの発行
　「人権文化の息づくまち・京都」の実現を図るため、「京都市人権文化推進計画」に
基づく事業報告書を、共生社会推進室が発行する人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯ
Ｒ」に年１回掲載する。

文化市民局 共生社会推進室

継続 「人権相談ナビ」の配備

　相談窓口についての既存のチラシやリーフレットをまとめた「人権相談ナビ」を活用
し、人権上の問題が起こった場合に適切な機関・窓口に相談ができるよう、相談・救済
に係る機関、制度等の周知を図る。「人権相談ナビ」は市民からの相談が想定される区
役所等の所属に備え付けており、職員が市民への適切な窓口を案内する際に活用する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
世界人権問題研究センター「人
権大学講座」

　人権に関する講座を開講することで、多くの方に人権の大切さを啓発する。 文化市民局 共生社会推進室

継続
京都人権啓発行政連絡協議会へ
の参画

　京都人権啓発行政連絡協議会（京都地方法務局、京都労働局、京都府等により構成）
に参画し、人権擁護思想の普及・高揚のための啓発活動を推進する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
人権擁護委員との連携及び活動
の支援

　市民に対する人権啓発や人権相談・救済を効果的に行うためには人権擁護委員との連
携が不可欠であるため、人権擁護委員との連携及び活動の支援を行う。

文化市民局 共生社会推進室

継続
京都市人権文化推進懇話会の運
営

　人権施策の基本方針等を定めた「京都市人権文化推進計画」を着実に推進するため、
外部の視点で施策の点検や必要な助言を求める京都市人権文化推進懇話会を設置・運営
する。

文化市民局 共生社会推進室

「同和行政終結後の行政の在り
方総点検委員会」を踏まえた改
革

　平成２１年３月に提出された「同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会報告書」
に基づき、適正な人権施策に取り組む。

継続
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継続
人権文化推進会議による庁内の
連携充実

　本市における人権行政の推進に関して、各局・区等が互いに連絡し、調整を図ること
により、人権行政の円滑かつ総合的な推進を図る。

文化市民局 共生社会推進室

継続 人権啓発パネル展の開催
　多数の市民が訪れる地下街「ゼスト御池」において、人権啓発パネルを展示すること
により、広く市民に人権に関する情報を発信する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
人権資料展示施設（ツラッティ
千本、柳原銀行記念資料館）の
運営

　市民に対して同和問題をはじめとする様々な人権課題への正しい理解と人権意識の高
揚を図る啓発施設として、人権資料展示施設「ツラッティ千本」及び「柳原銀行記念資
料館」を運営する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
人権総合情報誌「きょう☆ＣＯ
ＬＯＲ」の発行

　市民・企業という枠を超え、一人一人が共に社会に生きる構成員として人権について
考えてもらうことを目的として、人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」を発行する。

文化市民局 共生社会推進室

継続 人権啓発活動補助金の交付
　市民（団体）が自主的に行う啓発活動に対し補助金を交付することにより、広く市民
の間に人権尊重の理念を普及させる。

文化市民局 共生社会推進室

継続 京都人権啓発推進会議への参画
　京都人権啓発推進会議（京都府、京都府人権擁護委員連合会、京都市教育委員会等に
より構成）に参画し、基本的人権の擁護啓発事業を推進する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
京都人権啓発活動ネットワーク
協議会への参画

　京都人権啓発活動ネットワーク協議会（京都地方法務局、京都府、京都府人権擁護委
員連合会等により構成）に参画し、構成機関の連携協力による効果的な人権啓発活動を
検討のうえ、実施する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
企業等に対する公正採用選考の
実施の働き掛け

　職業選択の自由と就職の機会均等の保障について啓発する。 文化市民局 共生社会推進室

継続 企業向け人権啓発講座の開催
　企業が様々な視点から人権課題の現状を知り、対応について考え、企業内における人
権尊重の風土づくり及び企業と社会の持続的な成長を支援する。

文化市民局 共生社会推進室

継続
インターネットにおける人権施
策に係る事業計画書の掲載

　京都市人権文化推進計画に掲げる施策について、具体的な事業計画を市民に発信する
ため、京都市情報館に、事業計画及び取組実績等を掲載する。

文化市民局 共生社会推進室

改善
性の多様性及び性的少数者への
理解促進

　性の多様性や性的少数者に関する正しい知識を普及し、社会参加を促進するため、
「行政」や「企業」、さらに「学校・地域」といった身近な空間における意識を変えて
いく取組を実施。

文化市民局 共生社会推進室

改善
性的少数者の方々の生きづら
さ、困難の解消に向けた支援

　当事者が日常生活の中で抱える不安や生きづらさを解消していくため、府内でパート
ナーシップ制度を導入している市とも連携するなど、コミュニティスペース「京都まぁ
ぶるスペース」を中心に、居場所づくりやニーズを把握する取組を実施。

文化市民局 共生社会推進室

継続
北朝鮮による日本人拉致問題に
関する理解促進活動

　拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、国と連携を図りつつ、国民
の認識を深めるための啓発を実施（ポスターの掲示、広報誌を活用した周知等）

文化市民局 共生社会推進室

継続 コロナ差別に関する啓発
　新型コロナに関連して、感染者やその家族、医療従事者等に対する差別的取り扱い、
誹謗中傷が社会的な問題となっている。一人一人が感染症を正しく理解し、互いを思い
やり、共に乗り越えていこうとする機運を醸成するための啓発の取組を推進する。

文化市民局 共生社会推進室

継続 見守りネットワークの構築
　消費者被害の防止のため、被害予防の周知や被害の遭った方を適切に相談窓口等につ
なぐために、各地域での福祉、消費者行政、その他関係機関で相互に情報交換や連携を
図るためのネットワークづくりを推進する。

文化市民局
消費生活総合セン
ター

継続 京都市民法律相談事業の実施 　弁護士が専門的な立場から相談に応じることで、問題解決の一助とする。 文化市民局
消費生活総合セン
ター

継続
高度情報化社会がもたらす消費
者トラブルを未然に防止するた
めの消費者教育・啓発

　インターネットやスマートフォン等の使い方について、正しい知識や危険性等につい
て情報を提供することにより、高度情報化社会がもたらす消費者トラブルの未然防止を
図る。

文化市民局
消費生活総合セン
ター

継続
京都府と連携したインターネッ
ト上の人権侵害に係る書込みの
法務省への削除要請

　インターネット掲示板等における書込み等について、掲載内容が人権擁護上極めて問
題があると判断した場合は、京都府と連名で削除要請を行う。

文化市民局 共生社会推進室

継続 講座の開催
　企業が直面する人権等の課題を取り上げ講座を開催することで、企業の人権や社会的
責任、事業活動を通じた社会・経済価値の創造、雇用環境改善に関する取組の支援を図
る。

産業観光局 産業企画室

継続
京都ブラックバイト対策協議会
における取組

　京都労働局、京都市、京都府で構成する本協議会において、京都労働局、京都府との
連携の下、労働法制の一層の啓発や公的な相談窓口の効果的な周知に努めるなど、学生
アルバイトを法定労働条件に満たない劣悪な労働環境で勤務させる等の「ブラックバイ
ト」の根絶に取り組む。

産業観光局 産業企画室

継続

京都観光オフィシャルサイトの
運営
（「Kyoto City Official Travel
Guide」での情報発信）

　外国人向け京都観光ウェブサイト「Kyoto City Official Travel Guide」において、ま
すます多様化する外国人観光客のニーズに応じた情報や、今後の外国人観光客の受入れ
に備え、京都市の安心・安全に係る衛生対策や、入洛に当たって守っていただきたい事
項（衛生対策を含むマナー等）などを、多言語により情報発信を行う。また、ムスリム
観光客など多様な文化や食生活を有する外国人観光客に快適な京都観光をお楽しみいた
だくため、ベジタリアンやムスリム対応可能な飲食店や宿泊施設等の情報発信を行う。

産業観光局 観光MICE推進室

継続 観光案内標識の整備
　国内外の観光客が周辺の観光資源をじっくり歩いて楽しむための多言語表記の観光案
内標識の整備に取り組む。

産業観光局 観光MICE推進室

継続 ユニバーサルツーリズムの推進
　年齢や障害の有無、国籍等に関わらず、誰もが楽しむことができる京都観光の実現を
図る。

産業観光局 観光MICE推進室

継続
多様な文化や食生活を有する観
光客の受入環境整備

　多様な文化や食生活を有する観光客に快適で満足度の高い京都観光をしていただくた
め、ベジタリアンやムスリム対応可能な飲食店や宿泊施設等の情報発信を行う。

産業観光局 観光MICE推進室

継続
観光事業者を対象とした外国人
観光客等についての理解を深め
るための取組の推進

　令和4年10月11日以降の入国規制の緩和に伴い、京都観光オフィシャルサイトにおい
て、京都観光モラルや緊急時・災害時の対応等の海外への情報発信の強化を図るなどイ
ンバウンドの本格的な回復に向けた取組を行った。

産業観光局 観光MICE推進室

継続 伝福連携担い手育成支援事業
　伝統産業界における後継者確保・技術継承と障害のある方の就労支援・雇用創出を図
るべく、京都市伝福連携担い手育成支援事業補助金を交付し、体験会の実施や障害のあ
る方の技術習得等を支援する。

産業観光局
クリエイティブ産
業振興室
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継続
地域企業における働き方改革の
推進

　地域企業が自ら働き方改革の取組状況を自己診断し、その結果を企業の魅力として
ウェブサイト上で発信することで担い手の確保につなげる。

産業観光局 産業企画室

継続
農福連携による新京野菜普及促
進事業

　農業の新たな労働力確保と障害のある人の就労機会の創出等を目的に、障害者福祉施
設が新京野菜の生産から販売までの様々な過程に携わる取組に対して支援し、併せて消
費啓発等を実施することで新京野菜の普及を促進する。

産業観光局 農林企画課

改善
地域における見守り活動促進事
業

　令和３年１２月に施行した「京都市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条
例」に基づき、名簿登載者の個人情報を地域に提供することに拒否した方を除いて、地
域へ提供することが可能となったことから、避難支援等関係者である関係団体等に対し
て、名簿情報の取扱いに関する協定書を締結のうえ、避難行動要支援者名簿を提供する
ことにより、避難行動要支援者名簿を活用した日頃からの関係づくりや見守り活動の充
実等を図り、避難行動要支援者への災害時の支援体制の構築につなげた。

保健福祉局 保健福祉総務課

継続 再犯防止推進事業
　罪を償い社会の一員として再出発しようとする人の社会復帰を促進する取組を行うこ
とにより、やり直すことができる社会と新たな犯罪被害者を生み出さない安心・安全な
まちづくりを推進する。

保健福祉局 保健福祉総務課

継続
みやこユニバーサルデザインの
推進

　ユニバーサルデザインの考え方を京都の生活文化に取り入れた、全ての人が暮らしや
すい社会環境づくりを「みやこユニバーサルデザイン」と位置付け、その推進を図る。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
障害を理由とする差別の解消の
推進

　障害を理由とする差別の解消を推進することを通じて、障害のある人もない人もすべ
ての人が違いを認め合い、つながりを持ち、支え合うまちづくりを実現する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
京都市障害者休日・夜間相談受
付センターの設置（障害者24時
間相談体制等構築事業）

　障害のある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で引き続き
安心して暮らしていけるよう、障害福祉サービスの利用等様々な支援を切れ目なく提供
できるための相談体制を構築する。（障害者地域生活支援拠点等の整備）

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
心の輪を広げる障害者理解促進
事業における作品募集

　障害のある人とない人との相互理解を促進する。 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 補助犬啓発事業
　補助犬についての理解・啓発を通じて、視覚・聴覚・肢体障害のある人の日常生活を
支援し、社会参加を促進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 障害者就労支援推進事業

　障害のある人が、生きがいと希望を持って働くことができるためには、その能力と適
性とライフステージに応じて、生涯にわたって継続的に支援することが必要である。そ
のため、「福祉」、「教育」、「企業」の融合・連携を図り、総合的視点から障害のあ
る人の就労支援を推進する。
　また、障害のある人の雇用の一層の促進を図るとともに、障害のある人に対する理解
と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加を促進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 障害者虐待防止対策事業
　障害者虐待の防止、早期発見のため、関係機関との協力体制・支援体制を強化し周
知・啓発に取り組むことにより、障害者虐待の防止及び障害のある人や養護者への支援
を促進し、障害のある人の権利利益を擁護する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続

点訳、音訳、手話、要約筆記
者、盲ろう通訳介助員等養成及
び京都市手話言語条例の施行に
伴う手話の普及啓発

①視覚、聴覚障害者のコミュニケーション手段である点字、音訳、手話、要約筆記技術
を指導し普及することによって、視覚、聴覚障害者の自立と社会参加の援助を図り、
もって障害者福祉の増進に寄与する。
②平成28年４月１日に「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」が施
行されたことに伴い、手話に係る普及啓発をより積極的に行う。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
障害者法律・結婚・住宅等の相
談事業の充実

　身体障害者の社会活動に必要な援助を行い、身体障害者の自立生活と社会参加を促進
する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 知的障害者専門相談事業 　在宅の知的障害のある人の、自主的な社会活動を育成・支援する。 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 障害者相談員設置事業
　身体・知的・精神（発達障害を含む。）の３障害の障害者相談員が、同じ背景を持つ
立場で相談支援を要する障害のある人やその家族からの生活上の相談に応じ、障害者団
体・家族団体等との連携を図る中で地域における相談支援体制の充実を図る。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
手話通訳者、要約筆記者、盲ろ
う通訳介助員等の派遣

　聴覚障害者、中途失聴者、難聴者等の社会生活上の意思疎通を円滑にする。 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
聴覚言語障害者等の生活訓練事
業の充実

　ノーマライゼーションの理念を実現し、誰もが明るく暮らせる社会づくりを促進す
る。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 知的障害者スポーツ大会の開催
　障害者スポーツの一層の発展を図ると共に、社会の知的障害者に対する理解と認識を
深め、知的障害者の自立と社会参加を推進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
天皇盃全国車いす駅伝競走大会
の開催

　障害のある人の社会参加の促進と障害者スポーツの振興を図るとともに、社会の障害
者に対する一層の理解と認識を深める。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
いきいきハウジングリフォーム
事業

　重度障害のある人が住み慣れた家での生活を暮らしやすくし、また、介護する人の負
担を軽くする。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 精神科救急医療システム
　精神障害のある人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるための医
療体制を確保する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 自動車改造費助成 　身体障害者の自立と社会参加を促進する。 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
重度障害者タクシー料金助成事
業

　重度障害者に対して、タクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と
社会参加の促進を図る。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
障害者情報バリアフリー化支援
事業

　障害のある人の情報バリアフリー化を推進するとともに、自立と社会参加の促進を図
る。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
市バス・地下鉄福祉乗車証交付
事業

　社会参加の機会が少なくなりがちな障害のある人の行動圏を拡大し、積極的な社会参
加を促進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室
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改善
こころのサポートふれあい交流
サロンの運営

　精神障害のある方や様々な要因からひきこもっている方を対象に、安心して住み慣れ
た地域で暮らしていけるよう、気軽に利用できる居場所を提供するとともに、相談や外
出などの支援を実施する。
※「こころのふれあい交流サロン事業」に、類似事業である「こころのサポート地域活
動助成事業」を統合し、活動内容を拡大

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
障害者地域生活支援センター運
営事業、基幹相談支援センター
運営事業

　障害のある人やその家族等からの地域生活や福祉に関する様々な相談に応じて、福祉
サービスの利用援助（情報提供）等の相談支援を行う。また、障害理解の普及・啓発や
権利擁護の取組等を行う。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 京都市精神保健福祉審議会
　医療従事者、学識経験者、社会復帰促進事業従事者で構成される審議会において、本
市の精神保健福祉策について意見聴取しながら取組を推進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 精神科病院実地指導
　精神科病院に入院中の者について、人権に配慮した適正な医療の提供と処遇の確保が
図られているか、市職員が病院へ出向いて実態を把握し、必要に応じて病院へ指導を行
う。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 京都市障害者施策推進審議会
　障害当事者、その家族、事業者、市民、学識経験者等で構成される審議会において、
本市の障害者施策について意見聴取しながら取組を推進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
京都市地域自殺対策推進セン
ター運営事業

　保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関と連携を図り、本市の状況に応じた
自殺対策の推進を統括する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 重度心身障害者医療費支給事業 　重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図る。 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
京都難病相談・支援センター事
業

　難病患者・家族等の療養上及び生活上での悩みや不安の解消、孤立感や喪失感の軽減
を図るとともに、難病患者・家族の持つ様々なニーズに対応したきめ細やかな相談支援
を推進するため、「京都難病相談・支援センター」を府市共同で設置し、難病患者支援
対策を推進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
高齢者・障害者権利擁護推進事
業

　認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利が擁護され、住み慣れた地域で安心
して生活を送ることができる社会を構築する。 市長による後見等開始の申立て及び申立
て費用・報酬助成等成年後見制度の利用支援を行う。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室
介護ケア推進課

継続
発達障害者支援センター「かが
やき」の運営

　発達障害のある人と家族が地域で安定した生活を送ることができるよう支援する。 保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続
地域リハビリテーション推進事
業

　障害や疾病があっても、住み慣れたところですこやかに安心して暮らすことができる
よう、医療・保健・福祉及び生活に関わるあらゆる機関、組織が協力して行う活動のよ
り一層の推進を目指す。

保健福祉局
地域リハビリテー
ション推進セン
ター

継続 高次脳機能障害者支援センター
　「高次脳機能障害専門相談窓口」として、「京都市高次脳機能障害者支援センター」
を設置し、高次脳機能障害のある市民の支援を行う。

保健福祉局
地域リハビリテー
ション推進セン
ター

継続 くらしとこころの総合相談会
　自殺の危機に直面している人たちが、精神疾患等の問題だけではなく、経済的問題、
雇用問題、家庭問題等、様々な問題を同時に抱えていることを踏まえ、多職種の相談員
で相談会を開催する。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続 講演会及びシンポジウムの開催
　市民等に対して、心の健康問題、精神疾患及び精神障害者、自殺に関する問題への理
解を深めてもらう。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続
精神保健福祉に関する映画・ビ
デオ等の収集、提供

　精神保健福祉について、市民や医療機関に啓発する。 保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続
京都市精神保健福祉ボランティ
ア連絡協議会活動支援

①市内で活動する精神保健福祉ボランティアグループ間の交流・学習等を促す。
②精神に障害を持つ方に関する市民への啓発活動
③精神保健福祉ボランティアの養成、育成を行う。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続 精神障害者法律相談 　精神に障害のある方の人権を擁護し、地域社会における自立、社会参加を支援する。 保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続 精神保健福祉相談事業 　市民の方の心の悩みから保健、医療、福祉、社会参加に至る幅広い相談に応じる。 保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続 精神障害者訪問指導事業
　各区役所・支所障害保健福祉課の精神保健福祉相談員及び保健師が中心となり、精神
に障害のある市民の家庭訪問をして、医療、日常生活、社会復帰等について相談援助を
行う。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続
機関紙「こころここ」及び啓発
冊子の発行

　精神障害者に対する市民への啓発を行うとともに、社会資源などの情報提供をする。 保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続
精神保健福祉相談員及び関係職
員の研修

　各区役所・支所障害保健福祉課等の職員が、精神疾患や精神障害者に対して正しい知
識や理解に基づいて、業務を実施することができるよう研修会等を実施する。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続
精神障害者バレーボール京都市
大会の開催

　精神に障害のある市民がスポーツを楽しむ機会と環境を整備し、精神障害者スポーツ
活動の普及及び振興を図ることにより、精神に障害のある市民の社会参加を推進する。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続 精神障害者地域移行促進事業
　精神科病院に入院している精神に障害のある市民が本人の意向に即して退院できるよ
う、精神科病院から地域生活への移行に向けた支援や地域生活を継続するための支援を
する。

保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続
統合失調症及びうつ病等の市民
のための就労支援講座

　精神障害者の社会復帰及び就労の促進を図る。 保健福祉局
こころの健康増進
センター

継続 京都らしい農福連携推進事業

　農業の貴重な担い手確保と、障害のある方の就労機会の創出及び工賃向上に向け、産
業観光局と連携し、本市の独自ブランドである新京野菜等を活用し、障害のある方が生
産・加工・販売等に携われるよう農家等とのマッチング等に取り組むとともに、販路開
拓や地域の活性化を図る農福連携を推進する。

保健福祉局
障害保健福祉推進
室

継続 ホームレスの自立の支援等
　個々の状況に応じた丁寧で粘り強い支援に取り組むことにより、ホームレスの自立を
支援する。

保健福祉局 生活福祉課

継続
重度障害老人健康管理費支給制
度

　重度障害老人の保健の向上を図り、福祉の増進に寄与する。 保健福祉局 保険年金課
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継続
「国民健康保険の手引き」（外
国語冊子）の配布

　外国人に対して国民健康保険制度の周知を図る。 保健福祉局 保険年金課

継続
福祉ボランティアに関する情報
システムの活用及び情報誌の発
行

　福祉を中心としたボランティア活動の情報収集・提供について支援を行う。 保健福祉局 健康長寿企画課

継続
ボランティアに関する各種講座
の開催

　福祉ボランティアに係る人材を養成する。 保健福祉局 健康長寿企画課

継続
～地域で気づき・つなぎ・支え
る～認知症総合支援事業

　認知症の早期発見・早期相談・早期診断の連続した支援に対応するため、地域全体で
認知症の人やその家族を支え合う取組を進める。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続
認知症あんしん京（みやこ）づ
くり推進事業

　認知症サポート医を養成するともに、かかりつけ医や病院勤務医療従事者に対する認
知症対応力向上研修を行う。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 認知症サポーター等養成事業
　認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成す
るとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成す
る。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 認知症サポーター活動促進事業
　認知症の当事者・家族と認知症サポーターを中心とした支援者を繋ぐためのコー
ディーネータ—を配置し、認知症の当事者・家族の社会参加活動（認知症カフェ・居場
所等）の支援を行う。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 シルバー人材センターへの補助
　概ね６０歳以上の高齢者に対し、雇用関係でない臨時的かつ短期的な就業を提供する
ことにより、追加的収入を得るとともに、自らの生きがいの充実や積極的な社会参加を
図る。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 老人クラブへの活動費補助
　老人クラブ（すこやかクラブ京都）の多彩な活動を支援し、高齢者の積極的な社会参
加及び生きがいの充実を推進する。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 ねんりんピックへの選手派遣 　京都市における高齢者の生きがいの充実、社会参加の推進等を図る。 保健福祉局 健康長寿企画課

継続 老人福祉員設置事業
　地域において高齢者が安心して日常生活を営むことができるようにすることにより、
ひとり暮らし高齢者等の福祉の向上を図る。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 一人暮らし高齢者全戸訪問事業

　高齢サポートの専門職員が、専門的な知識や経験に基づく訪問活動を実施することに
より、支援が必要な高齢者を把握し、必要に応じて介護サービスの利用、日常的な見守
り等の適切な支援に繋げていくとともに、地域のネットワーク構築、高齢サポートの認
知度を向上させる。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続
京都市高齢者虐待シェルター確
保事業

　虐待シェルター確保事業を実施し、高齢者の生命・身体の安全を確保する。 保健福祉局 介護ケア推進課

継続
高齢・障害外国籍市民福祉サー
ビス利用サポート助成事業

　言葉や日常生活習慣の違いにより、保健福祉サービスの利用が困難な高齢又は障害の
ある外国籍市民の日常生活における不安や悩みの解消を図る。

保健福祉局 介護ケア推進課

継続 高齢者虐待防止事業

　高齢者が住み慣れた地域において、尊厳が保たれ、安心して生活できる地域社会の構
築を目指す。
　高齢者虐待の防止を目的として、一般市民に対する広報・啓発としてのリーフレット
作成、講演会の開催を行うとともに、養護者や高齢者福祉に携わる関係者等に対する研
修を実施する。

保健福祉局 介護ケア推進課

継続 老人医療費支給事業 　高齢者（65歳～69歳）の保健の向上と福祉の増進を図る。 保健福祉局 介護ケア推進課

継続
京都市成年後見支援センターの
設置・運営

　認知症高齢者等が増加する中で、一層高まる成年後見制度の需要に対応するため、制
度を必要とする方々の相談からその利用までの一貫した支援を行う。

保健福祉局 介護ケア推進課

継続 市民後見人の養成
　認知症高齢者等の増加による成年後見制度利用者の増加に伴い、不足が見込まれる後
見人を確保する。

保健福祉局 介護ケア推進課

継続 敬老乗車証の交付 　高齢者の社会参加を支援し、生きがいつくりに役立てる。 保健福祉局 介護ケア推進課

継続 老人福祉センターの運営
　健康の増進，教養の向上及びレクリエーションのための場所や機会を提供し、高齢者
の健康で明るい生活を支援する。

保健福祉局 健康長寿企画課

継続 老人の日記念行事を通じた取組
　広く市民が高齢者の福祉についての関心と理解を深め、かつ、高齢者が自らの生活の
向上に努める意欲を高める。

保健福祉局 介護ケア推進課

継続 介護サービスの提供

　住み慣れた地域や住まいでの生活が継続できるよう、在宅生活を支えるための居宅系
サービスや地域に根差した小規模な施設・居住系サービスを整備し、また、特別養護老
人ホーム入所者のその人らしい生活の継続を図るよう、特別養護老人ホームの個室化・
ユニットケアを推進する。

保健福祉局 介護ケア推進課

継続 AIDS文化フォーラムin京都
　HIV/AIDSに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また、多くの市民、特に若
者に向けた啓発の場として、市民による市民のためのフォーラムとして開催し、「エイ
ズ問題の啓発」「性の多様性の理解」「共に生きること」を目的とする。

保健福祉局 医療衛生企画課

継続
HIV検査普及週間における啓発体
制の確立

　ＨＩＶやエイズに関する関心を喚起し、ＨＩＶ検査の浸透・普及を図るために国が提
唱している検査普及週間において、広く市民を対象に、ＨＩＶ啓発体制を拡充する。

保健福祉局 医療衛生企画課

継続 世界エイズデー啓発事業
　エイズについて正しく理解し、エイズ蔓延防止と感染者・患者の差別・偏見の解消を
図ることを目的に、ＨＩＶやエイズに関する啓発事業を行う。

保健福祉局 医療衛生企画課

継続
エイズ相談・カウンセリング体
制の確立

　感染不安の解消に役立ち、行動変容の機会となる効果的な相談を実施するとともに、
ＨＩＶ陽性者の心理的ケアを目的とする。

保健福祉局 医療衛生企画課

継続
エイズ啓発パンフレット作成・
配布

　エイズに関する正しい知識を伝え、エイズ蔓延防止と、エイズ患者・ＨＩＶ感染者に
対する差別・偏見を解消することを目的に、啓発資材を作成し学校や施設等に配布す
る。

保健福祉局 医療衛生企画課

継続 「HIV検査」の実施
　感染不安を持つ市民を対象に無料・匿名で実施するＨＩＶ検査について、受検機会の
確保を図る。

保健福祉局 医療衛生企画課
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継続
エイズ専門講師による担当職員
研修会

　区役所・支所におけるエイズ相談・カウンセリング体制を充実させるため、従事者の
スキルアップにつながる研修を実施する。

保健福祉局 医療衛生企画課

新規
避難行動要支援者に係る個別避
難計画作成推進事業

　令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に係る個別避難計画の
作成が市町村に努力義務化された。個別避難計画については、国が定める「避難行動要
支援者の避難行動支援に関する取組指針」（令和3年5月改訂）において、優先度が高い
と判断する者について、改正法施行後、概ね5年程度で作成に取り組むこととされてい
る。
　本市では、令和4年度から令和７年度までにかけて、国の指針等を踏まえて対象を拡大
し、個別避難計画の作成に取り組むこととしている。

保健福祉局 保健福祉総務課

継続 「京都はぐくみ憲章」の推進
　「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」をいつでも、どこでも、だ
れもが、「自分ごと」として実践する行動の輪を広げ、「はぐくみ文化」の息づくまち
の実現を目指す。

子ども若者
はぐくみ局

はぐくみ創造推進
室

継続
広報紙「あつまれ！京（みや
こ）わくわくのトビラ」の発行

　「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」の実践推進を図る、京都市
内の子ども及びその保護者を対象に実施される体験活動情報に加え、子育ての素晴らし
さに関する啓発記事を掲載。

子ども若者
はぐくみ局

はぐくみ創造推進
室

継続 京都はぐくみネットワーク
　子どもの健全育成に関わる団体をはじめとした幅広い分野で活躍している団体等が連
携し、子ども・若者を地域ぐるみ・社会ぐるみで育む「京都はぐくみ憲章」の実践推進
を図る。

子ども若者
はぐくみ局

はぐくみ創造推進
室

継続 東山アートスペース
　東山青少年活動センターにおいて、知的障害のある青少年の余暇の充実（創造・創作
活動）をはかる。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続 外国籍市民との交流事業の推進

　青少年ボランティアによる、日本語を母語としない人たちへの日本語学習支援と交流
を図る。
　また、外国にルーツを持つ若者が安心できるような空間を設け、若者のニーズや必要
に応じて、適切な関係機関へつなぐ。
　また青少年が異文化と交流することにより、異文化への理解を深め、多文化共生社会
の担い手となる青少年を育成する。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続 セクシュアルヘルス事業

　「セクシュアルヘルス」の観点から青少年の性に関連してHIV/AIDSに関連した啓発活
動を行い、正しい理解を促進することにより、感染予防及びHIV/AIDSへの偏見のない社
会を目指す。
　予防啓発展示会を開催したほか、各事業所でチラシ等の配布、全センターにSNSで性
感染症予防の情報を流す等の取組を行った。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続
表現活動へのお誘い～からだで
はなそう～

　知的障害のある青少年の余暇活動の充実を目的とする。
　前年度はオンラインで全3回、対面で全3回（5～6名×2クラス）実施したが、今年度
はオンラインでの実施はせず、定員を増やし、継続プログラム（全6回×1クラス）を対
面のみで実施し、単発参加できる機会（対面）も2回設けた。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続 子ども・若者総合相談窓口事業 　社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の相談業務を行う。
子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続 子どもはぐくみ室の運営

　保健と福祉の垣根を越え、子どもや子育て家庭に関する相談に対する総合相談窓口と
して、ニーズへの「気づき」、必要な支援への「つなぎ」を行う「子育て支援コンシェ
ルジュ」としての役割を担うことで、一つの窓口にて切れ目のない支援を行うことを目
的とする。

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続
地域子育て支援ステーション事
業

　小学校通学区域を基礎単位とする身近な地域において、保育園（所）及び児童館等を
「地域子育て支援ステーション」に指定し、これらの施設の子育てに関する知識や経験
等を活用することにより、地域の育児力の向上を図るとともに、関係機関と連携して、
児童に対する適切な援助及び子育て中の家庭を支援する。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続
親と子のこころのほっとライン
（電話相談事業）

　子育てのこと、友達や身体のことなど、様々な悩みに直面しながら身近に相談できる
相手がなく、一人悩んでいる「親」や「子」に対して、ボランティアが電話相談にあた
り、青少年の健全育成を図る。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続
親支援プログラム「ほっこり子
育てひろば」の実施

　子どもを育てる不安・悩み・喜び、子どもと共に親も育ち学ぶことの重要性、親とし
ての心構えについて、親同士が話し合い、交流するプログラム「ほっこり子育てひろ
ば」では、交流することで、自ら気づき学ぶとともに、同じような悩みを抱く親同士
や、地域で子育てを支援する者が結ばれ、喜びと共に子どもを育んでいくことを目指し
ている。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課

継続 ひとり親家庭等医療費支給事業

　母子家庭の児童とその母親及び父子家庭の児童とその父親並びに父母のない児童に対
し、その児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療保険の自己負担額に相
当する額を支給することで、ひとり親家庭等の保健の向上を図り、福祉の増進に寄与す
る。（所得制限あり）

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続 子ども医療費支給事業
　子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるよう保護者が支払う医
療費（健康保険の自己負担額）の一部を支給することで、子どもの保健の向上と福祉の
増進を図る。

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続 児童虐待防止に係る広報啓発 　児童虐待の早期発見及び通告義務について啓発する。
子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続
貧困家庭の子ども・青少年対策
の推進

　「京都はぐくみ憲章」の理念の下、子ども等が、家庭の経済状況等から生じる「困
り」により、将来を左右されることなく、希望を持って成長し、活躍していけるよう、
社会全体で家庭の「子育て力」を高め、子ども等の成長を支えていくために、必要な支
援策等を行う。

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続
子ども食堂など、民間による子
どもの居場所づくりへの支援

　「子ども食堂」をはじめとした「子どもの居場所づくり」が、より多くの地域で継続
的に行われていくための支援を実施。

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続
養育里親の推進を中心とした社
会的養育推進事業

　何らかの事情により、家庭で生活できない子どもたちを、できる限り家庭的な環境の
中で養育する制度である「里親制度」の普及のため、広く市民に対する里親制度の啓発
を行ったり、養育里親に対する研修を実施する。また、里親委託を推進するため、関係
機関との連携・調整や、里親相互の相談援助、交流促進、委託後の里親への相談等支援
など、里親に対する支援を総合的に推進する。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター
子ども家庭支援課

継続
児童虐待防止等に関する関係機
関職員、民生・児童委員等に対
する研修の実施

　児童虐待防止等に関する活動を効果的に行うため、教職員、施設職員、民生・児童委
員等の関係機関職員を対象として、児童虐待の早期発見・早期対応等、児童相談所と一
体となった援助活動を実施できるよう研修を実施する。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター
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継続
「子ども虐待SOS専用電話」等
による通告・相談受付

　児童虐待に対して迅速かつ的確に対応するため、児童虐待に関する通告や相談などを
専用電話（℡801-1919）及び児童相談所全国共通ダイヤル（189番）により、夜
間・休日を含め24時間365日受け付ける。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター

継続
児童虐待防止ホームページによ
る情報提供

　虐待の未然防止と早期解決を図るため、虐待をしてしまいそう、してしまったと悩む
保護者が、インターネットのホームページ上で様々な子育て支援情報や子育てへのヒン
トを気軽に閲覧することにより、自身の問題解決の一助とするとともに、虐待を知った
市民の本市への通告方法等についての情報提供を行う。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター

継続
児童虐待に関する職員の専門性
の向上

　虐待ケースの処遇の向上を図るため、児童虐待の防止に向けて、日常の業務の中で大
きな課題となっている虐待家庭の支援等をテーマとして児童福祉センター職員を対象に
研修を行う。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター

継続 児童相談所における支援の推進

　児童虐待に係る相談・通告に対し迅速かつ適切な対応を行うとともに、対応後のフォ
ローを含めて一貫した取組を行うことができるよう、児童相談所の機能充実を図るた
め、虐待家庭に対する支援に関して家族再統合に向けた取組の一環として、民間団体等
が行う心理療法の手法を盛り込んだ保護者支援プログラムの実施や職員の専門性の向上
により、児童相談所における保護者支援機能を強化し、取り組む。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター

継続
子育てサポートプログラム普及
推進事業

　子どもへの早期の発達支援に役立つペアレント・トレーニングの理論的背景を理解
し、その技法を保護者に紹介できる人材を育成することで、地域における発達支援体制
の強化を図る。

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

継続
「保育の主体は子どもである」
との視点からの保育・指導計画
に基づく保育の実践

　子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来を創り出す力の基礎を培う。
子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続 障害のある児童の保育の充実

　自分を大切に感じ、愛されているという自尊感情や自我を育み、人に対する愛情と信
頼感を育てるとともに、自主、協調の態度を養い、社会性の芽生えを培うため、人権を
大切にする心を育てる保育を推進し、「自立と共生」の関係づくりを行う。
　障害のある子どもの保育について、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握
し、適切な環境のもとで、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長で
きるような保育を展開する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続
幅広い地域からの保育所の利用
と交流

　自分を大切に感じ、愛されているという自尊感情や自我を育み、人に対する愛情と信
頼感を育てるとともに、自主、協調の態度を養い、社会性の芽生えを培うため、人権を
大切にする心を育てる保育を推進し、「自立と共生」の関係づくりを行う。
　幅広い地域からの保育所の利用を受け入れることにより、子どもが人との関わりの中
で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自
立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う保育を展開する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続 男女の共生を進める保育の推進

　自分を大切に感じ、愛されているという自尊感情や自我を育み、人に対する愛情と信
頼感を育てるとともに、自主、協調の態度を養い、社会性の芽生えを培うため、人権を
大切にする心を育てる保育を推進し、「自立と共生」の関係づくりを行う。
　保育士等は、子どもの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を
植え付けることがないよう、配慮する保育を展開する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続
異文化を持つ人との共生を進め
る保育の推進

　自分を大切に感じ、愛されているという自尊感情や自我を育み、人に対する愛情と信
頼感を育てるとともに、自主、協調の態度を養い、社会性の芽生えを培うため、人権を
大切にする心を育てる保育を推進し、「自立と共生」の関係づくりを行う。
　保育士等は、子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮
する保育を展開する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続
地域の保護者・児童の自立の支
援等

　家庭環境に対する配慮や地域との連携などきめ細かな保育を必要とする子どもについ
て、家庭との密接な連携のもとに、日常生活の基礎的事項について、子どもが十分に身
に付けることができるよう配慮した保育を行う。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続 地域子育て支援事業の拡充
　保育所に蓄積されている専門的な子育てにかかわる知識や情報を地域に広げ、すべて
の子どもの育ちと親の子育て支援に取り組む。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続
子育て学習会・子育て講演会の
開催

　子育て学習会等を通して保護者や住民の育児力向上を図る。
子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続 保護者会活動の支援
　子どもを慈しみ育むために、親子が他の家族とともに一緒に過ごす時間を持つような
活動を支援する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続
保育所に関する外国語パンフ
レット等のHPへの掲載

　本市に在住する外国人の方に、保育所や認定こども園、小規模保育事業所等に関する
情報を効果的に発信する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続 保育所職員研修
　「子どもの主体性を尊重する保育」「人権を大切に育てる保育」を子どもや保護者と
適切に関わって実施するとともに、多様な保育ニーズに対応する「地域子育て支援」を
推進する。

子ども若者
はぐくみ局

幼保総合支援室
保育所

継続
「こどもみらい館」における事
業の推進

　乳幼児期における子育ての重要性や知識、情報を発信し、保護者として果たすべき役
割等について啓発するとともに、親子の交流の場の提供や子育て相談により育児不安の
解消または軽減につなげ、子育ての孤立化を防ぐ。
　また、市民参加による事業運営と全市的な子育て支援の土壌づくりを目指して、子育
て支援ボランティアを養成する。
　・子育て相談（対面相談・健康相談）
　・「子育て支援事業」の開催（「子育て講座」「井戸端会議」等）
　・子育て図書館の運営
　・「子育て支援ボランティア養成事業」の実施（「子育て支援ボランティア養成講
座」「ボランティア研修」等）

子ども若者
はぐくみ局

子育て支援総合セ
ンターこどもみら
い館

継続
子育て支援活動いきいきセン
ター（つどいの広場）事業の充
実

　家族規模の縮小や地域のつながりの希薄化などにより、特に在宅での子育てが中心と
なる乳幼児期の親子が孤立しやすい状況となっている。
　乳幼児を養育する親とその子どもが気軽に集い、交流を図るとともに、育児相談など
を行い、地域の子育て家庭を支援する子育て支援活動いきいきセンター「つどいの広
場」事業を、令和４年度中に新たに1箇所で実施。

子ども若者
はぐくみ局

育成推進課
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新規
児童虐待防止のためのＳＮＳを
活用した相談体制の整備

　国において令和４年度中にSNS相談システムが構築されることを踏まえ、児童虐待の
未然防止や早期発見の観点から、子どもや保護者がより相談しやすい環境を整備してい
くことを目的に、本市においても、子どもや家庭からの相談をSNS上で受け付ける体制
を整備した。
　現在、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」など電話が中心となっている子どもや
家庭からの相談について、コミュニケーションツールとしてのSNSの普及を踏まえ、相
談体制を整備し、SNS上で一般的な子育ての相談から虐待相談まで幅広く相談対応を行
う。

子ども若者
はぐくみ局

児童福祉センター

子ども若者
はぐくみ局

子ども家庭支援課

教育委員会
事務局

指導部生徒指導課

保健福祉局 健康長寿企画課

都市計画局 住宅政策課

保健福祉局 介護ケア推進課

継続
バリアフリーに配慮した建築物
の整備の促進

　すべての人が安全で快適に利用できる都市の施設と空間が整ったまちづくりの推進を
図る。

都市計画局 建築審査課

継続 交通バリアフリーの推進
　高齢者や障害のある方をはじめ、すべての人が安心・安全で円滑に移動することので
きる社会を実現するため、駅等のバリアフリー化を推進する。

都市計画局
歩くまち京都推進
室

継続
「市営住宅住まいのしおり」外
国語版の配布

　市営住宅に居住する外国人にも、適切かつ正確な情報を提供し、公平な情報の提供を
図るため。

都市計画局 住宅管理課

継続
市営住宅の入居資格の改正（Ｌ
ＧＢＴ等性的少数者関連）

　「京都市パートナーシップ宣誓制度」を契機として、パートナーシップ宣誓を行った
方を、市営住宅の入居資格対象者とする制度改正を行い、令和２年９月１日の入居申込
から受付を開始している。

都市計画局 住宅管理課

継続
「人にやさしいみちづくり」の
推進

　歩道の段差や勾配の解消を図り、どのような人にとっても暮らしやすい社会を実現す
る。

建設局
道路環境整備課
土木管理課

継続
バリアフリーに適応した公園整
備の推進

　誰もが安心して円滑に利用できる公園の整備を図る。 建設局 みどり政策推進室

継続 職員研修 　研修の機会を通して、職員一人一人の意識の向上を図る。 会計室 会計室

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 北区役所
地域力推進室
企画担当

継続 憲法月間における啓発活動
　差別と偏見のない、人権が尊重される明るい社会を築くため、憲法月間に啓発活動を
実施する。

北区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
北区 人権月間事業（人権啓発の
ラジオ番組の制作及び放送）

　ラジオ番組を制作・放送し、区民の人権擁護意識の高揚を図る。 北区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
北区こころのキャンバスネット
ワーク

　こころに障害のある方もない方も、すべての人が安心していきいきと暮らし続けてい
けるまちづくりを図るため、講演会等を開催する。

北区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健福祉事業（家族懇談
会）

　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持することを図るため、交流会、医師との懇談会等の実施する。

北区役所 障害保健福祉課

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 上京区役所
地域力推進室
企画担当

継続
庁舎内における
人権コーナー設置

　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供するため、区総合庁舎
内に人権啓発パネル展示コーナーを設置する。

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 街頭啓発の実施
　街頭啓発を実施し、幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供す
る。

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
上京こころのふれあいネット
ワークイベント

　こころの病を持つ人々に対する理解を促し、障害のある人もない人もともに安心して
暮らせるまちづくりをめざし、関係機関と連携を図り、より広く市民に向け、障害への
理解を深めてもらえるよう、啓発活動等を実施する。

上京区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健事業「精神障害者地域
生活安定化支援事業」

　回復途上にある在宅の精神障害のある方の社会復帰を促進するため、在宅の精神障害
のある方が保健福祉センターに集い、ミーティング、施設見学等の所内外の活動を行い
社会復帰を目指す。

上京区役所 障害保健福祉課

継続 上京区人権研修会
　区民相互の人権意識の浸透と高揚を図ることを目的に、講師を招き、講演していただ
く研修会を開催する。

上京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
市民しんぶん左京区版「左京ボ
イス」及び左京区役所ホーム
ページへの人権啓発記事の掲載

　市民しんぶん区版やホームページに人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識
の高揚を図る。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
人権強調月間（８月）
「人権啓発パネル展」

　人権尊重の意識を高めてもらうため、幅広い世代に興味を持ってもらえるような啓発
物を展示する。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
左京区「啓発ワークショップ」
（国際文化理解関連事業）

　外国籍市民の人権問題を身近なこととして捉えてもらうため、幅広い区民の方に、諸
外国の文化理解を深めてもらい、国際交流ができる機会を提供する。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 人権月間「児童絵画展」
　左京区内の小学生やその保護者等に人権について身近に考えてもらう機会を提供する
ため、人権をテーマにした作品を製作してもらい、展示する。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

　令和３年度の本市の実態調査結果と有識者からの意見、国が令和４年度からの３年間
を認知度向上の「集中取組期間」としていることを踏まえ、まずは、子どもや市民向け
の普及啓発と、学校や支援者（団体）等向けの研修を重点的に実施し、社会的認知度を
向上させることで、当事者が声を上げやすく、周囲からも早期発見・把握ができる環境
づくりを行うとともに、複合的課題に対応する支援体制づくりに取り組んだ。

京都市居住支援協議会

新規
ヤングケアラーの実態調査結果
を踏まえた支援体制づくり

　高齢者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境整備を進めるため、構成団体である不
動産団体、福祉団体、京都市及び京都市住宅供給公社が相互に協力しながら取組を進め
る。
　令和４年６月から、障害者を対象としたすまい探しの相談や住宅及び不動産協力店の
登録を開始。

継続
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継続
左京区「啓発ワークショップ」
（親子向け）

　視覚障害をお持ちの方の人権について、子供たちに身近に考えてもらう機会を提供す
るため、親子で楽しみながら学べる参加型ワークショップを開催する。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 区民ふれあい事業
　人権尊重の意識を高めてもらうため、幅広い区民の方々が参加できるふれあい事業の
中に人権をテーマにした啓発を織り交ぜ、身近に考えてもらえる機会を提供する。

左京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
左京こころのふれあいネット
ワークイベント～心ときめき芸
術祭～

　こころの病がある人々に対する理解を促し、障害のある人もない人も共に安心して暮
らせるまちづくりを目指し、心ときめき芸術祭を実施する。

左京区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健事業「精神障害者家族
懇談会」

　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持するため、「精神障害者家族懇談会」を実施する。

左京区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健事業「地域生活安定化
支援事業」

　精神に障害のある方を対象に、社会復帰にむけた活動を通じて精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持するため、「地域生活安定化支援事業」を実施する。

左京区役所 障害保健福祉課

継続
左京区要保護児童対策地域協議
会

　関係機関の円滑な連携を進め、虐待の早期発見・対応につなげる。
　区域内の要保護児童等を網羅的に把握することで、事例の放置、支援漏れを防ぐ。

左京区役所 子どもはぐくみ室

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 中京区役所
地域力推進室
総務・防災担当

継続
地域啓発推進協議会による連携
充実

　中京区内の行政機関が各種事業の企画・立案会議を開催し、人権文化の構築を目指
す。

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
地域ぐるみによる街頭啓発の実
施

　憲法月間・人権月間を機会に、広く市民に人権の大切さを訴えるため、街頭啓発を実
施する。

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 人権啓発作品展
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供するため、人権啓発作
品展を実施する。

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
小・中学生による人権啓発書初
め展

　小･中学生に人権の大切について考える機会を提供するため、小・中学生による人権啓
発書初め展を開催する。

中京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
こころ･愛･ふれあいネットワー
ク(中京精神保健ネットワーク事
業)

　こころの病気や障害について区民の方々に理解を深めていただき、地域で必要な支援
を住民が正しく認識して、こころの病を持つ方が安心して地域で生活できるまちづくり
をめざす。

中京区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健事業「精神障害者家族
懇談会」

　こころの病気や障害のある方の家族を対象に、日々の生活の中での精神的ストレスを
和らげるとともに、当事者が活用できる制度について学ぶ機会とする「精神障害者家族
懇談会」を実施する。

中京区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健事業「精神障害者地域
生活安定化支援事業」

　支援者との関係づくり及び当事者同士の仲間づくりにより、精神障害者が地域で孤立
することを予防し、地域生活の安定を図る。

中京区役所 障害保健福祉課

継続 中京区人権作品コンクール
　人権についての作品を募集し、コンクールを実施する。最優秀賞作品は啓発物品に採
用し、区民への啓発に活用する。（令和４年１０月～１月実施）

中京区役所
地域力推進室まち
づくり推進担当

継続 中京区人権研修会
　区民相互の人権意識の浸透と高揚を図ることを目的に、人権にかかわる体験教室等を
開催する。（令和４年１２月実施）

中京区役所
地域力推進室まち
づくり推進担当

継続 地域の人権啓発活動支援
　地域が自ら主体となって実施する人権啓発の取組へ支援を行い、東山区の人権啓発活
動の更なる充実を図る。

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
憲法月間
東山区人権啓発作品展

　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供するため、人権啓発作
品展を開催する。

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
憲法月間
啓発のぼりの掲出

　市民に人権擁護思想の普及を図るため、憲法月間に啓発のぼりを掲出する。 東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 人権強調月間パネル展 　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらうため、パネル展示を開催する。 東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 東山区人権研修会 　人権について考えるテーマを設定しグループ学習会を開催する。 東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 人権月間啓発
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらうため、憲法月間、人権月間等に実
施される関連事業をはじめ、人権啓発事業等を広く区民に周知し、参加を呼び掛けると
ともに、人権啓発記事を掲載することで、区民の人権尊重の意識高揚を図る。

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
人権月間
啓発のぼりの掲出

　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらうため、人権月間に啓発のぼりを掲
出する。

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載

　憲法月間、人権月間等に実施される関連事業をはじめ、人権啓発事業等を広く区民に
周知し、参加を呼び掛けるとともに、人権啓発記事を掲載することで、区民の人権尊重
の意識高揚を図る。

東山区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 精神障害者家族懇談会
　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持するため、精神障害者家族懇談会を実施する。

東山区役所 障害保健福祉課

継続
市民しんぶん山科区版への人権
啓発記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 山科区役所
地域力推進室
企画担当

継続 山科区HPへ情報を掲載
　広く区民が閲覧できるホームページに人権に関する情報を掲載することで、区民の人
権意識の高揚を図る。

山科区役所
地域力推進室
企画担当

継続 「人権啓発ポスター展」の開催
　作品を出展してもらうことにより、出展者、鑑賞者それぞれに人権に対する理解と認
識を深めてもらう。区内の中学生から人権問題に関わるポスターを募集し、アートロー
ドなぎつじに展示する。

山科区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
山科こころのふれあいネット
ワーク（山科こころの健康を考
える会）

　こころの病を持つ人について理解を深め、地域住民との交流を図り、保健医療福祉関
係団体、関係行政機関、各種地域団体、地域住民等関係者が積極的に支援して、ともに
安心して暮らせるまちづくりを目指す。

山科区役所 障害保健福祉課
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継続
精神保健事業（精神障害者地域
生活安定化支援事業）

　地域から孤立しがちな精神障害のある方が、個別相談や当事者同士のつながりをもつ
ことで、地域生活の安定をはかる。
　コミュニケーションの場をもち、レクリエーションや運動に取り組むことを目的とし
て、プログラムを実施する。

山科区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健事業（精神障害者家族
懇談会）

　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持する。
　懇談会を行い、病気についての知識や再発防止、家族の役割等について学習する。

山科区役所 障害保健福祉課

継続
やましな新聞屋さん見守りネッ
トワーク事業

　認知症等の見守りや支援を必要とする高齢者だけでなく、地域で生活する高齢者に対
して、突然の体調不良等の異変を速やかに察知し対応することにより、引き続き地域で
安心・安全に暮らしていけるように、地域力による見守りネットワークに加え、新聞販
売所によるネットワークを重層的に整備した、高齢者支援のネットワークを構築し、運
用する。

山科区役所 健康長寿推進課

継続
庁舎内TVモニター広報への人権
啓発記事の掲載

　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。 下京区役所
地域力推進室
企画担当

継続
下京区ホームページへの人権啓
発記事の掲載

　広く区民が閲覧できるホームページに人権に関する情報を掲載することで、区民の人
権意識の高揚を図る。

下京区役所
地域力推進室
企画担当

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 下京区役所
地域力推進室
企画担当

継続 人権パネル展 　パネル展を通じて、人権について身近に考え関心を高める機会を提供する。 下京区役所
地域力推進室
事業担当

継続 区民ふれあい事業
　区民が多数集う区民ふれあい事業を人権への関心を高める機会と捉え、関係団体等へ
協力を依頼し啓発活動等を実施する。

下京区役所
地域力推進室
事業担当

継続 人権月間事業
　人権月間において、区民や事業者等を対象に人権をテーマとした研修会を開催し、人
権への認識を深める。

下京区役所
地域力推進室
事業担当

継続
区民ふれあい相談コーナーの開
設

　区民ふれあい相談コーナーの弁護士等の相談において、人権にも配慮した相談応対等
を通じて、人権意識を高めていく。

下京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
下京こころのふれあいネット
ワーク事業

　地域と保健医療福祉関係団体、関係行政機関等が協力し、こころの病について、正し
い知識と認識を深めるための啓発活動等を通じこころの病がある人への理解を深め、障
害のある人もない人も互いに尊重し助け合うまちづくりを目指す。

下京区役所 障害保健福祉課

継続
精神保健福祉事業
＜家族懇談会＞

　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持する。

下京区役所 障害保健福祉課

継続 南区人権映画鑑賞会

　人権文化の構築を目指して人権擁護の普及高揚を図るため、市民を対象とした映画鑑
賞会を推進する。
　南区人権映画「梅切らぬバカ」観賞会＆映画監督によるスペシャルトークを１２月１
６日に開催した。

南区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 人権パネル展の開催
　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供するため、人権パネル
展を開催する。

南区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
「区民ぐるみ組織」への支援策
の検討及び実施

　区民が自ら計画等を決定することで、より身近な人権啓発事業に着手でき、区民の人
権意識高揚に繋げる。

南区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載（人権に関する啓発
活動）

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 南区役所
地域力推進室
企画担当

継続
南区こころのふれあいネット
ワーク

　こころの病のある人について、理解を深め、保健医療福祉関係団体、関係行政機関、
各地域団体、地域住民等関係者が積極的に支援し、障害のある人もない人も安心して生
活できるまちづくりをめざす。

南区役所 障害保健福祉課

継続 精神保健事業[家族懇談会]
　精神に障害のある方のご家族を対象に、病気についての知識や家族の役割について理
解を深めることにより、精神障害のある方及びその家族の自立を図る。

南区役所 障害保健福祉課

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 右京区役所
地域力推進室
企画担当

継続
憲法月間、人権強調月間、人権
月間人権啓発

　現代社会が抱える様々な人権問題について、広く親しみやすい映像の公開を通じて人
権意識の底上げを行う。また、今年度実施する右京人権啓発事業「はーとふるシア
ター」の取組みを周知し、人権意識を高揚する機会とする。

右京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 「はーとふるシアター」の実施

　映画産業のまち「右京区」ならではの人権啓発事業として、区民が主体となった広く
親しみやすい映像制作により、人権意識の高揚を図る。また制作作品を収録したＤＶＤ
の学校等への配布や、きょうと動画情報館を通じたインターネットでの公開を行い、区
民一人一人が人権問題を再考するきっかけとすることを目的として実施する。

右京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
小学生・中学生による人権ポス
ター展

　各月間に併せて、多くの区民の方に広く「人権の尊重」について理解いただくため、
人権ポスター展を実施する。

右京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
右京こころのふれあいネット
ワーク

　こころの病のある人について、理解を深め、保健医療福祉関係団体、関係行政機関、
各地域団体、地域住民等関係者が積極的に支援し、障害のある人もない人も安心して生
活できるまちづくりをめざす。

右京区役所 障害保健福祉課

継続 精神保健事業［家族懇談会］
　精神に障害のある方のご家族等を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和
らげ、こころの健康を維持する。

右京区役所 障害保健福祉課

継続
市民しんぶん区版への人権啓発
記事掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図る。 西京区役所
地域力推進室
企画担当

継続

こころの病のある人が地域で安
心して暮らせるようにする会
（精神保健福祉ネットワーク事
業）

　こころの病や障害について、知識と理解を深めるとともに、こころの健康について身
近な問題として関心を高められるよう、啓発事業を実施する。また、既存の事業に参画
する。
　また、当事者及び家族と区内の関係機関、団体等の連携を深め、ネットワーク機能の
強化のため、定期的に参画団体の会議を実施する。

西京区役所 障害保健福祉課
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継続 精神障害者家族懇談会
　精神障害のある方の家族が、病気についての知識や社会資源の活用、家族の役割につ
いて理解を深めることにより、精神障害のある方及び家族の自立を図ることを目的とす
る。また、当事者や他の家族との共有の時間を持ち、交流を深める。

西京区役所 障害保健福祉課

継続
人権月間「小・中学生合同作品
展」の開催

　小・中学生に、人権をテーマとした絵画、書道の作成を通じて、人権の大切さを浸透
させるとともに、それらの作品を展示することにより、区民に広く人権の尊さを訴え
る。

西京区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

新規
西京☆わくわくはぐくみアク
ション

区内関係機関・団体と連携し、子どもたちの健やかな発達・発育や子育てを地域ぐるみ
で大切に見守り支える「はぐくみ文化」の推進に取り組む事業として、令和3年度から、
夫婦のパートナーシップ、父親の育児参加をテーマに取り組んでいる。その一環とし
て、令和5年3月に、冊子「西京パパBOOK「パパはじめます」」を作成し、配付した。

西京区役所 子どもはぐくみ室

継続
人権月間「小・中学生合同作品
展」の開催

　小・中学生に、人権をテーマとした絵画、書道の作成を通じて、人権の大切さを浸透
させるとともに、それらの作品を展示することにより、区民に広く人権の尊さを訴え
る。

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
区民ふれあい相談コーナーの開
設

　弁護士等による相談を機に、人権尊重の考え方が日常生活に根付き、区民の生活の向
上を図る。

洛西支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 精神障害者家族懇談会
　精神障害のある方の家族が、病気についての知識や社会資源の活用、家族の役割につ
いて理解を深めることにより、精神障害のある方及び家族の自立を図ることを目的とす
る。また、当事者や他の家族との共有の時間を持ち、交流を深める。

洛西支所 障害保健福祉課

継続
こころの病のある人が地域で安
心して暮らせるようにする会
（精神保健福祉ネットワーク）

　こころの病や障害について、知識と理解を深めるとともに、こころの健康について身
近な問題として関心を高められるよう、啓発事業を実施する。また、当事者及び家族と
区内の関係機関、団体等の連携を深め、ネットワーク機能の強化のため、定期的に参画
団体の会議を実施する。

洛西支所 障害保健福祉課

継続 洛西支所人権研修会

　９月の「SDGs週間」に合わせて、「誰一人取り残さない」というSDGsの精神につい
て認識を深める機会として、また、区民一人一人が互いの人権を尊重することの重要性
を正しく認識し、相手の気持ちや立場を考え、思いやりの心を育んでいくきっかけづく
りとして、映画の上映会を開催。
　日時：令和４年９月２４日（土）13:45～1５:50
　会場：国際日本文化研究センター　講堂
　上映映画：水上のフライト（上映時間１０６分）
　参加人数：１１５名

洛西支所
地域力推進室まち
づくり推進担当

継続 区民ふれあい事業の開催
　地域社会を構成する様々な人たちとの参加・協力のもと、区民相互のふれあいや、区
民の自治意識の高揚、地域の活性化を図る。

洛西支所
地域力推進室まち
づくり推進担当

継続
精神保健事業「精神障害者地域
生活安定化支援事業」

回復途上にある在宅の精神障害のある方の病状悪化や地域からの孤立を未然に防止し、
地域での安定を図るため、所内外の活動を行っている。

洛西支所 障害保健福祉課

継続
市民しんぶん伏見区版「きらり
伏見」及び伏見区ホームページ
への人権啓発記事の掲載

　市民しんぶん区版に人権啓発記事を掲載することで、区民の人権意識の高揚を図るた
め、市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」及び伏見区ホームページにおいて、憲法月間
及び人権月間に併せて行われる各種事業や区内で開催される人権関連事業への区民の参
加を促すため、事前広報を行う。さらに、人権関連事業への区民の意識向上を目指し、
人権啓発特集記事を掲載する。

伏見区役所
地域力推進室
企画担当

継続 伏見区人権月間事業
　人権を尊重する考えが根付いた人権文化の構築に向けて、人権問題への区民の関心を
高め、理解を深めるため、学習会や講演会を実施。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 ふしみ人権の集い 　幅広い区民の方に人権について身近に考えてもらう機会を提供する。 伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
小中学生による人権啓発絵画ポ
スター展及び人権啓発絵画ポス
ター・標語展の開催

　製作する児童・生徒や保護者、鑑賞する人々がそれぞれ絵画を通じて、人権問題につ
いて考える機会と話題を提供するため、小中学生による人権啓発絵画ポスター展及び人
権啓発絵画ポスター・標語展の開催する。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
ふしみ人権の集い実行委員会
ニュースの発行

　ふしみ人権の集い実行委員会が実施する学習会等の取組を広報するため、広報機関誌
「いーくうぁる」を発行

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
区民ふれあい相談コーナーの開
設

　弁護士等による相談を機に、人権尊重の考え方が日常生活に根付き、区民の生活の向
上を図る。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
伏見区人権啓発推進協議会人権
啓発講座

　区内企業・団体を中心とした「伏見区人権啓発推進協議会」の研修会を開催すること
で、人権意識の普及・高揚を図る。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
区役所等における人権パネル展
の開催

　来庁者に対して人権問題について考える機会と話題を提供するため、人権パネル展を
開催する。

伏見区役所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
伏見区こころのネットワーク事
業(伏見区こころの健康推進実行
委員会）

　区内の精神に障害のある方の人権を守り、自立と社会参加の促進の援助を拡大すると
ともに、精神に障害のある方への正しい理解と認識を深めるために、啓発事業を実施す
る。

伏見区役所 障害保健福祉課

継続 家族懇談会
　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持することを目的として、家族懇談会を実施する。

伏見区役所 障害保健福祉課

継続
区役所等における人権パネル展
の開催（市民啓発活動の取組）

　人権パネル展を開催し、広く市民に人権の大切さを訴える。 深草支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
伏見区人権月間事業（ふしみ人
権の集い学習会）

　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして、人権に関する学習
会を開催し、区民が人権問題への関心を高め、理解を深める機会を提供するため、学習
会を開催する。

深草支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 小・中学生の絵画、ポスター展
　小・中学生の絵画、ポスター展を開催し、製作する児童・生徒や保護者、鑑賞する
人々がそれぞれ絵画を通じて、人権問題について考える機会と話題を提供するため、
小・中学生の絵画、ポスター展を実施する。

深草支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
区民ふれあい相談コーナーの開
設

　弁護士等による相談を機に、人権尊重の考え方が日常生活に根付き、区民の生活の向
上を図る。

深草支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
精神保健事業
（精神障害者家族懇談会)

 　精神障害のある方とその家族が地域で安心して生活できるように、精神障害者の家族
に対し、精神疾患や障害、精神医療、福祉施策に関する学習会や情報交換、交流会等を
行い、その知識や経験を基に家族同士の交流と相互協力を図る。

深草支所 障害保健福祉課
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継続
精神保健事業
（地域懇話会)

 精神に障害のある方の人権を守り、自立と社会参加の促進の援助を拡大するとともに、
精神に障害のある方への正しい理解と認識を深めるために、啓発事業を実施する。

深草支所 障害保健福祉課

継続 伏見区人権月間事業
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして、区民が問題への関
心を高め、理解を深める機会を提供するため、書道展を実施する。
※伏見区役所、深草支所、醍醐支所それぞれにおいて事業を実施する。

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続 伏見区憲法月間事業
　人権文化の息づく地域社会づくりの機運を育む取組の一つとして、区民が問題への関
心を高め、理解を深める機会を提供するため、絵画ポスター標語展を実施する。
※伏見区役所、深草支所、醍醐支所それぞれにおいて事業を実施する。

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
区民ふれあい相談コーナーの開
設

　弁護士等による相談を機に、人権尊重の考え方が日常生活に根付き、区民の生活の向
上を図る。

醍醐支所
地域力推進室
まちづくり推進担
当

継続
精神保健福祉事業
[精神障害者家族懇談会］

　精神に障害のある方のご家族を対象に、日々の暮らしの中での精神的ストレスを和ら
げ、こころの健康を維持するため、精神障害者家族懇談会を実施する。

醍醐支所 障害保健福祉課

継続
本会議傍聴及び委員会モニター
視聴に係るバリアフリー化

　誰もが傍聴・視聴できるような環境を整える。 市会事務局 総務課

継続 職員研修 　職員の人権問題に対する理解と認識をより一層深め、人権意識の高揚を図る。 市会事務局 総務課

継続 点字請願、陳情の受付 　全ての市民に利用してもらえるような市会制度を整える。 市会事務局 議事課

継続
市会だよりの点字版、拡大版、
音声版の発行

　全ての市民に開かれた市会の推進に向け、視覚に障害のある方にも市会に関する情報
を提供する。

市会事務局 調査課

継続 インターネットによる情報発信 　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。 市会事務局 調査課

継続
リーフレット「私たちの市会」
の外国語版の作成

　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。 市会事務局 調査課

継続
インターネット議会中継におけ
る手話通訳の実施

　全ての市民に開かれた市会の推進を図る。 市会事務局 調査課

継続 投票しやすい環境の整備 　投票所の施設改善など誰もが投票しやすい環境づくりを図る。
選挙管理委
員会事務局

選挙管理委員会事
務局

継続 職員研修 　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め、意識の向上を図る。 監査事務局 監査事務局

継続
障害のある方を対象とした京都
市職員採用試験の実施

　障害のある方へ就職の機会を提供し、全ての人にとって暮らしやすい社会の実現を図
る。

人事委員会
事務局

人事委員会事務局

継続 印刷物への人権啓発標語の掲載
　当局が発行する印刷物に人権啓発標語を掲載することにより、より多くの市民に人権
擁護思想の普及高揚を図る。

消防局 総務課

継続
市民からの電話を通じた情報提
供

　市民からの消防に関わる要望・意見・相談・問合せ等に適切に対応し、市民の消防に
対する認識を深めるとともに、市民の要望等を消防行政に反映させ、より一層信頼させ
る消防行政を推進するため、昭和４３年から実施している。

消防局 総務課

継続
京都市政出前トークを通じた高
齢者への防火防災指導

　高齢者を対象としたテーマとして、「みんなで守る！～高齢者の防火安全対策～」を
設定し、高齢者への防火防災に関する普及啓発を実施している。

消防局 総務課

継続
人権啓発看板、啓発のぼり旗等
の掲出

　消防署、消防出張所等に人権啓発看板等を掲出することにより、より多くの市民に人
権擁護思想の普及高揚を図る。

消防局 総務課

継続
市民防災センターにおける防災
体験

　災害の疑似体験を通じて、子どもや高齢者を含む来館者に対して防災に関する知識や
技術の普及向上及び防災意識の高揚を図る。

消防局 総務課

継続 ジュニア消防団
　少年少女に防火防災に関する知識及び技能を普及し、防火防災思想を高めるととも
に、防火防災マナーを身につけた社会人を育成する。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続 消防団員を対象とする研修会 　消防団員の人権意識の高揚を図る。 消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
パワーハラスメント防止に向け
た研修及び職場教育の実施

　同じ職場で働く者に対して、職務上の地位等、職場内での優位性を背景に身体的、精
神的苦痛を与えるパワーハラスメント防止に向け、コンプライアンス推進月間等を活用
した職員教育を実施するもの。

消防局 人事課

継続
多くの外国人観光客等が利用す
る施設に対する防火・防災講習
会の開催

　多くの外国人観光客等が利用するホテル、旅館等の施設において、外国人観光客等に
配慮した防火・防災対策が進むよう、必要な講習会を開催するもの。

消防局 予防課

継続
外国人居住者等に対する本市の
火災予防、自然災害対策の周知
強化

　外国人居住者等に対して、広報媒体等を活用した火災予防、自然災害対策に関する啓
発や防火防災訓練を行い、災害発生時の被害軽減を図る。

消防局 予防課

継続
ユニバーサルデザイン化された
避難誘導システムの設置指導

　平成6年1月に「視聴覚障害者等の火災安全対策に係る設備等の設置指導要領」を制定
し、社会福祉施設や宿泊施設などを対象として、聴覚障害者用の警報設備（点滅形誘導
灯など）をはじめとする避難誘導システムの設置を促進することにより、安心安全なま
ちづくりを目指している。

消防局 指導課

継続 防火安全指導の実施

　職員が、在宅避難困難者宅のうち避難行動要支援者宅には年1回以上、その他の在宅避
難困難者宅には年度毎に定める計画に従い訪問し、出火及び人命の危険に係る事項の点
検を行うとともに、その結果に基づき指導又は助言を行う。その際、その人の障害特性
や医療情報、緊急時・災害時の対処方法、緊急連絡先などをカードに記載し、身に着け
ることで、困った時に、周囲の人や救急隊などから、必要な支援を受けやすくする京都
市版ヘルプカードを配付する。

消防局 予防課

継続 熱中症対策指導の実施
　無理な節電により、高齢者等が熱中症にかからないよう、防火安全指導等を通じて、
注意を呼び掛ける。

消防局 予防課

継続 防火防災教育訓練の実施
　女性、子ども、高齢者等を含め市民全てを対象に、各地域において、消火実験会や地
震対応訓練、防火防災に関する講習などを実施する。

消防局
消防団・自主防災
推進室
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継続 防災行動マニュアルの運用支援

　災害時は、自主防災会と自主防災部の連携した活動が重要であることから、地域の実
情や被害想定を踏まえ、平常時の備えや災害発生時の安否確認方法、避難行動等につい
て事前に計画した防災行動マニュアルを策定している。当該マニュアルは、自主防災会
役員、自主防災部長の行動を具体的に記載しており、自主防災会において適切に運用さ
れるように必要な支援や見直しを行うよう指導し、学区全体での災害対応力の向上を図
る。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
地域の福祉関係団体と連携し、
高齢者等のいのちを火災等から
守るネットワークの構築

　在宅介護に係る事業者、民生児童委員、老人福祉員、社会福祉協議会等と火災等の災
害から高齢者等のいのちを守るための情報交換を定期的に行うなど積極的に連携する。

消防局 予防課

継続 安心アドバイザー研修の実施
　ホームヘルパー等を対象に、高齢者宅等を訪問した際に、火災危険の排除や防火等の
アドバイス等が出来る知識及び技術を備えるための研修の実施。

消防局 予防課

継続
防火防災紙芝居や「チャレン
ジ！防災リズム」を活用した幼
児への防災教育の実施

　紙芝居等を通じて楽しく安全行動（地震及び火災に対する退避行動等）を習得させ
る。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
防火防災リーフレットを活用し
た幼児の保護者への防火防災思
想の普及啓発

　幼児及びその保護者、また、小学校低学年（１、２年生）向けの防火防災リーフレッ
トを作成し、各区役所保健福祉センターを通じて配付するほか、幼児・小学校低学年を
対象とした防火防災行事で活用し、火災予防対策、地震等の災害対策を普及啓発する。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
防火防災パンフレット「みんな
の消防・防災探検」を活用した
小学生への防火防災指導の実施

　年代別防災指導カリキュラムに基づく教材として、小学校３～６年生を対象とした防
火防災パンフレット「みんなの消防・防災探検」を作成し、各小学校を通じて３年生に
配布するほか、消防署見学などの防火防災に関する授業や訓練等で活用し、小学生に防
火防災に関する知識を普及し、防火防災思想を高める。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
消防の図画の募集を通した幼少
年者への防火防災思想の普及啓
発

　消防の図画募集（募集期間９月中）を通じて、児童等はもとより広く市民の消防に対
する理解と認識を深めるとともに、入賞者に対する表彰式や展示会を通じて、防火防災
意識の高揚を図る。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
ホームページ上への幼少年向け
等の広報媒体の掲載

　幼少年向け等に作成した広報媒体（防火防災紙芝居、みんなの消防・防災探検、消防
の図画作品集、防火防災リーフレット等）をホームページに掲載し、更なる防火防災に
関する知識の普及を図る。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
ＮＥＴ１１９緊急通報システム
の実施

　京都市内に居住・通学をされている聴覚、言語機能又は音声機能に障がいのある方か
らの119番通報を確保するためにスマートフォン等のWeb機能（インターネット機能）
等を用いて、利用者が外出中でも文字通信により緊急通報を行えるシステム。概要を説
明したリーフレット等を活用し、登録勧奨を行う。

消防局 予防課

継続
緊急通報システムと連動した住
宅用火災警報器整備事業

　緊急通報システムを使用している世帯のうち、自力歩行が不能な方を対象に、緊急通
報システムに無線で連動する住宅用火災警報器を寝室に設置し、火災の煙を感知した場
合、自動的に消防指令センターに火災通報できる仕組み。周知用リーフレットを活用
し、防火安全指導等を通じて、設置勧奨を行う。

消防局 予防課

継続 消防ファクシミリの運用

　聴覚、言語機能又は音声機能に障がいのある方等からの緊急時の通報体制を確保する
ため、加入電話ファクシミリを用いた通報体制を整備している。
　当該ファクシミリでは、緊急時の通報のほか、利用者からの防火相談に各消防署が対
応したり、火災予防運動や出火防止キャンペーンの実施等、必要な情報提供を行ってい
る。防火安全指導等を通じて、制度の周知を図るとともに、登録内容等の変更等の確認
を行う。

消防局 予防課

継続
４箇国語版　防火防災パンフ
レットの配付

　英語、中国語、韓国・朝鮮語、やさしい日本語で記載した防火防災パンフレットを作
成し、外国人が利用する施設や各消防署で実施する防火防災事業等で活用することで、
本市に在住する外国籍の方に災害に対応できる知識と技能を身に付けてもらう。

消防局 予防課

継続
4箇国語対応通報依頼カードの
ホームページ上への掲載

　緊急時の通報要領を記載した４箇国語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語）
の通報依頼カードをホームページに掲載することで、外国人に対し通報要領を周知す
る。

消防局 予防課

継続 筆談具の設置
　聴覚に障がいのある方などとのコミュニケーションを図る手段として、各署所に筆談
具を設置し、来庁時や防火安全指導時等に活用する。

消防局 予防課

継続
住宅用火災警報器取付支援等の
実施

　新築住宅への設置義務化から１０年以上が経過する住宅用火災警報器の適切な本体交
換等を進めるため、自ら取付・交換のできない方に対して取付等の支援を実施するも
の。

消防局 予防課

継続
年代別防災カリキュラムを活用
した幼少年等に対する防災指導
の実施

　幼年期から青年期までの発達段階及び学習段階に応じて身に着けておくべき防災に関
する知識及び技能について、「年代別防災指導カリキュラム（正式版）」を活用した指
導を行い、将来の地域防災の担い手として長期的な人づくりを推進するもの。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
「１１９番通報等における多言
語通訳体制確保事業」の実施

　日本語による会話が困難な外国人観光客や留学生等に対して、電話同時通訳サービス
を用いた多言語通訳体制を確保し、１１９番通報時や災害現場での対応を円滑に行う。

消防局 情報指令課

継続
多言語対応救急活動現場シート
の運用

　英、中国（簡体字・繁体字）、ハングル、ドイツ、イタリア、フランス、スペインの
８言語に対応した救急現場活動シートを用いて、外国人の観光客等に対する救急活動時
に傷病状況等を迅速に把握する。

消防局 救急課

継続 救急活動記録書の遺族への提供
　本事業は、救急搬送された傷病者が死亡された場合に限り、京都市個人情報保護条例
が限定している請求者の範囲を広げることで、遺族からの要望を受け、死亡された方の
権利利益を保護した上で、救急活動記録書に記載された情報を遺族に提供するもの。

消防局 救急課

継続
多言語音声翻訳アプリ「救急ボ
イストラ」の運用

　15言語に対応した救急対応定型文機能付き自動音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」を
用いて、外国人の観光客等に対する救急活動時に傷病状況等を詳細に把握する。

消防局 救急課

継続
福祉関係機関等との連携を図る
「情報連絡シート」の活用

　福祉関係機関等が救急要請した際に、傷病者の必要な情報等を記載する「情報連絡
シート」を活用し、救急要請した施設、救急隊及び医療機関の間で迅速・確実に情報共
通させ、迅速な救急活動を実施する。

消防局 救急課

継続 障害者福祉講座の実施
　障害のある人の問題について理解と認識を深め、豊かな人権感覚と行動力を身に着け
る。

消防局 教育管理課

継続 国際文化系研修の受講
　外国人対応時に必要な知識や方法等、多文化理解を深め、観光客、地域に住む外国人
等への対応能力の向上を図る。

消防局 教育管理課

継続 手話講座の実施 　聴覚言語に障害がある方との意思伝達に必要な手話を修得する。 消防局 教育管理課
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継続 階層別研修、担当業務別研修 　消防業務と人権との関わりについて、職員の理解を深める。 消防局 教育管理課

継続 職場研修 　職員一人一人が人権に対する認識を更に深め、意識の向上を図る。 消防局 教育管理課

継続 外部講師による人権講座の開催
　人権行政を推進するに当たり、様々な人権課題についての職員の更なる理解を深め
る。

消防局 教育管理課

継続 人権研修推進者の養成 　職場研修を推進する人権研修推進者、人権研修推進補助者等の資質向上を図る。 消防局 教育管理課

継続
人権研修推進者等による研修内
容等の検討

　人権研修推進者が研修内容を自ら検討することで、職場研修をより効果的なものとす
る。

消防局 教育管理課

継続
ホームページ上へのＡＥＤマッ
プの公開

　市民の方々や観光客に対して、あらかじめ市内のＡＥＤ設置場所を知っていただき、
ＡＥＤを使用した応急手当を速やかに行っていただくことにより救命率の向上を図る。

消防局 教育管理課

継続
安心救急ステーション事業にお
ける外国人対応

　商店街やコンビニエンスストア、観光地の土産物店等を対象に、付近で救急事案が発
生した際の１１９番通報や応急手当、救急隊への的確な引継ぎなど救命リレーの第１走
者としての活動を担う事業所を「安心救急ステーション」と認定し、市民、観光客の一
層の安心安全を確保するもの。認定事業所には、外国語対応シートを配付している。

消防局 教育管理課

継続 救命入門コース
　小学５．６年生を対象に、胸骨圧迫とＡＥＤの実技を中心とした短時間講習（９０分
又は４５分）を、実施し、学童時期から救命の意識を高めるとともに、将来的に普通救
命講習の受講者の裾野を広げる。

消防局 教育管理課

継続 普通救命講習Ⅲ
　学童保育関係者等を主な対象として、主に小児、乳児及び新生児を蘇生対象とした救
命講習（心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、異物除去、止血法）の受講を推進する。

消防局 教育管理課

継続 幼年消防クラブ
　幼児に正しい火の取扱いを教育し、火遊びによる火災を防止するとともに、消防の仕
事に対する理解を深め、防火の大切さを習うことを目的とする。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続
未就学児とその保護者に対する
防火等の指導

　未就学児を火災や家庭内事故から守るため、幼稚園や保育園における防火防災指導、
消防署見学の受入れ、火災や家庭事故防止のためのリーフレット作成等に取り組む。

消防局
消防団・自主防災
推進室

継続 所属・職場研修
　「すべての人の人権を尊重する」をテーマに、職員がお互いに相手の人権を尊重し合
い、あらゆる差別の無い明るい社会と快適な職場環境の形成を目指す。

交通局 各課

継続
人権啓発看板、啓発のぼり旗等
の掲出

　バス営業所、地下鉄駅及び局施設の玄関等に人権啓発看板を掲出することにより、よ
り多くの市民に人権擁護思想の普及高揚を図る。

交通局 各事業所

継続 職場活性化専門委員会
　市民・お客様への応対、人権文化、公務員倫理等について、職員研修等の効果を高め
るとともに、職場活性化専門委員会委員が職場研修のリーダーとしての自覚と指導力を
高める。

交通局 研修所

継続 啓発ポスターの作成及び掲出 　市バス・地下鉄利用者への人権啓発及び乗客誘致を図る。 交通局 研修所

継続 街頭人権啓発活動の実施
　地下鉄の利用者に向けて、人権の尊重や、人権問題に気付き、人権意識の向上を図
る。

交通局 研修所

継続
市バス車内への人権啓発絵画の
展示

　市バスの利用者に向けて、人権の尊重や、人権問題に気付き、人権意識の向上を図
る。

交通局 研修所

継続
局職員に対する人権問題啓発講
座

　基本的人権について再認識するとともに、人権問題全般（女性、高齢者、障害のある
人、同和問題、外国人等）について広い視野に立った研修を実施し、様々な人権問題に
ついて正しく理解し認識を深め、人権意識を磨く。

交通局 研修所

継続 階層別職員研修
　公務員としての自覚と認識を深め、職員として果たすべき役割、責務の自覚、服務の
厳正を守る意識を高める。

交通局 研修所

継続
参加・体験型研修を取り入れ、
より効果的な研修の実施

　人権文化の構築を目指し、受け身の研修から、フィールドワーク等参加・体験型研修
を取り入れることにより、自ら考え自ら行動する、能動的で資質と能力の高い職員の育
成を図る。

交通局 研修所

継続
「交通サポートマネージャー」
の養成

　お客様に安心して御利用いただけるよう、高齢の方や障害のある方への接遇・介助の
基本を習得した「交通サポートマネージャー」の資格を有するバス運転士や駅係員を養
成する。

交通局 研修所

継続 刊行物等への啓発標語の掲載
　交通局施設の掲示板や市バス・地下鉄車内及び地下鉄駅に啓発標語の掲載された啓発
ポスターを掲出することにより、より多くの職員や市民に人権擁護思想の普及高揚を図
る。

交通局 営業推進課

継続
市バスにおける多言語による案
内

　外国人観光客などのお客様に市バスを快適にご利用いただくことを目指す。 交通局 自動車部

継続
地下鉄全駅に「こども１１０番
の駅」の設置

　子どもを犯罪などの危険から守る。 交通局 高速運輸課

継続 ノンステップバスの充実
　車いす利用者はもとより、子どもや高齢者並びに身体の不自由な方などにも、安全で
容易に乗り降りできる、ノンステップバスの充実を図る。

交通局 技術課

継続
地下鉄における多言語などによ
る案内

　外国人観光客などのお客様に地下鉄を快適にご利用いただくことを目指す。 交通局 高速鉄道部

継続 地下鉄駅施設の整備
　地下鉄駅の施設を整備することで、どのような人にとっても利用しやすい駅を目指
す。

交通局
技術監理課
電気課

継続 職場研修の推進
　職員一人一人が人権感覚を磨き、人権文化を築いていく責任を自覚し、様々な人権問
題の解決に向けて積極的に実践する職員づくりのため、職場研修の実施を推進する。

上下水道局 各課・事業所

継続 庁内誌への啓発標語の掲載
　職員の人権意識の高揚を図るため、職員の自主学習の素材提供として定期的に発行す
る庁内誌に、啓発標語を掲載する。

上下水道局 企業力向上推進室

継続
各種会議等による局内連携の充
実

　人権行政主任・副主任会議、調整推進会議等において、効果的な研修方法等を協議す
る。
　【予定】人権行政推進主任・副主任会議、調整推進会議等の開催

上下水道局 企業力向上推進室

継続 人権啓発看板等の掲出 　営業所・事業所等局施設の玄関に人権啓発看板等を掲出する。 上下水道局 企業力向上推進室
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継続
各種会議等による局内連携の充
実

　人権行政主任・副主任会議、調整推進会議等において、効果的な研修方法等を協議す
る。
　【予定】人権行政推進主任・副主任会議、調整推進会議等の開催

上下水道局 企業力向上推進室

継続 職員研修

　局内研修として、「憲法月間講座」等を開催する。研修内容については、重要課題を
偏りなく実施するように年度で調整を図る。
【予定】憲法月間講座　日時：5月、 内容：講演（講演内容未定）
　　　　人権月間講座　日時：12月、内容：講演（講演内容未定）

上下水道局 企業力向上推進室

継続 人権研修等に関する資料の提供 　職場における人権研修を推進するため、教材としてDVDを貸し出す。 上下水道局 企業力向上推進室

継続
コミュニケーションボードの設
置

　外国人のお客さまや障害のあるお客さまとの窓口応対における意思疎通の円滑化を図
るため、上下水道局営業所の窓口における主な応対の内容をイラストで表し、英語、中
国語、韓国・朝鮮語で説明したコミュニケーションボードを作製し、各営業所及びお客
さま窓口サービスコーナーに配備する。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

継続
聴覚障害者への窓口対応支援事
業

　上下水道局本庁舎守衛室、琵琶湖疏水記念館、お客さまサービス窓口コーナー、営業
所、水道管路管理センター及び下水道管路管理センターに「耳マーク」を表示した案内
板や筆談用具を設置するとともに、外勤職員が筆談用具を携行する。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

継続
水道使用量のお知らせ等に関す
る音声コード付き文書による通
知サービス

　小さな文字が見えにくいお客さまにもご使用水量やご請求金額等の情報をお伝えでき
るよう、「水道使用水量のお知らせ」「領収済通知書」「水道料金・下水道使用料納入
通知書」の内容を音声で読み上げるコード付き文書を希望者に送付する。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

継続 お客さま応対研修
高齢及び認知症のお客さまへの応対に関する研修の実施。営業所職員、点検事務委託先
職員及び京都市上下水道サービス協会職員を対象に、京都市地域包括支援センターの職
員から講義を受ける。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

継続
外国人のお客さまに対するサー
ビス向上

　英語版記入例（給水申込書、口座振替依頼書及びクレジットカード継続払申込書）を
作製し、各営業所及びお客さま窓口サービスコーナーに配備し、ホームページにも掲載
する。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

継続 多言語電話通訳サービスの活用

　多言語におけるトラブルを回避し、丁寧で的確な外国人のお客さま応対をしていく。
（電話応対：3地点通訳）外国人のお客さまから電話を受けた際に、多言語電話通訳の委
託業者に追加で架電し、お客さま、職員、通訳者3人が同時に会話を行う。
（窓口及び現場対応：2地点通訳）お客さまと対面して応対中に多言語電話通訳の委託業
者に架電し、電話機のスピーカー機能等を活用して、お客さま、職員、通訳者3人が会話
を行う。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

継続
水道使用水量のお知らせ票等の
点字サービス

　目の不自由なお客さまにもご使用水量やご請求金額等の情報をお伝えできるよう、
　「水道使用水量のお知らせ」「領収済通知書」「水道料金・下水道使用料納入通知
書」の内容を点字化し、希望者に送付する。

上下水道局
お客さまサービス
推進室

新規
ユニバーサルデザインやバリア
フリーに配慮した庁舎整備

　効果的・効率的な業務執行体制の構築と災害等に備えた危機管理体制の強化を目指
し、市内に点在する水道・下水道の事業所、営業所等の窓口機能を集約した事業・防災
拠点の整備を進めるため、市内南部エリアを所管する「上下水道局総合庁舎」を整備し
た。

上下水道局 技術監理室監理課

継続 人権研修の実施
　所属職員一人一人に人権問題に関する認識を深めさせ、その解決に向けたそれぞれの
職務に相応する役割の自覚を促すため、年度当初に職場研修の実施計画を策定し、年間
を通じて、職員の人権意識の高揚に向けた研修を実施する。

教育委員会
事務局

総務課

継続 留学生による学校活動支援事業
　京都市立小・中学校において、留学生の活躍の場を拡大・充実するとともに、より一
層の国際理解教育の推進を図る。

教育委員会
事務局

学校指導課

継続 地域読み書き教室支援事業
　小学校程度の基本的な文字の読み書きの習得を必要とする方々を対象に、文字の習得
を図る。

教育委員会
事務局

学校指導課

継続
「《学校における》人権教育を
すすめるにあたって」に基づい
た人権教育の推進

　本市の人権教育の指針である「《学校における》人権教育をすすめるにあたって」に
基づき、各校で人権教育の一層の充実を図る。

教育委員会
事務局

学校指導課

継続
男女平等に関わる課題に関する
学習等の推進

　学校教育の中で男女平等教育を推進し、男女共同参画社会の実現を目指す。
教育委員会
事務局

学校指導課

継続
同和問題に関わる課題に関する
学習等の推進

　児童生徒の人権意識の高揚を目指し、人権尊重を基盤とした社会の実現を図る。
教育委員会
事務局

学校指導課

継続
外国人・外国籍市民等に関わる
課題に関する学習等の推進

　すべての子どもたちに、民族や国籍の違いや文化伝統の多様性を認め、相互の主体性
を尊重し、共に生きる国際協調の精神を培う外国人教育の取組を進めることにより、多
文化共生社会の実現を図る。

教育委員会
事務局

学校指導課

継続
帰国・外国人児童生徒等に対す
る支援

　市立小中学校に在籍する、外国にルーツをもつ児童生徒等に対し、適切な日本語指導
や母語による適応支援、アイデンティティを保持する取組等を実施することにより、学
力を保障し、進路の実現を図る。

教育委員会
事務局

学校指導課

継続 高齢者との交流等の推進
　長寿社会への理解と認識を深め、世代を超えてつながりを持ち、支え合う意識の共有
を図ることを目的とする。

教育委員会
事務局

学校指導課

教育委員会
事務局

学校指導課

文化市民局 共生社会推進室

継続 総合育成支援教育の推進
　インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援体制の構築と、一人一人のニーズに
応じた教育の推進。

教育委員会
事務局

総合育成支援課

継続 障害のある生徒の就労支援
　障害のある生徒の自立と社会参加を目指し、企業や労働・福祉関係機関とともに進路
開拓・雇用促進、職場定着を図る。

教育委員会
事務局

総合育成支援課

継続 特別支援教育の理解促進
　地域の一員として当たり前に生活していける社会の実現を目指し、障害のある子ども
たちへの市民の理解・認識を深める。

教育委員会
事務局

総合育成支援課

継続 障害のある市民の生涯学習事業 　障害のある市民の生涯学習の機会を保障し、自立と社会参加を促進することを図る。
教育委員会
事務局

総合育成支援課

人権啓発ポスターコンクール
（京都人権啓発推進会議）

　人権を題材にした啓発ポスターを募集・掲示することにより、市民の人権意識の高揚
を図る。

継続
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新規
医療的ケアが必要な児童・生徒
への通学支援

　総合支援学校において、通学途上の医療的ケアが必要なためにスクールバスに乗車で
きず、児童生徒を学校まで送迎いただいている保護者の負担の一部軽減を図るため、看
護師同乗の福祉タクシー等による学校－自宅間送迎に係る経費を補助する。 （※送迎回
数に上限あり）

教育委員会
事務局

総合育成支援課

継続
「いじめ防止対策推進法」の施
行に伴う取組の推進

　いじめの防止等に関する取組の総合的かつ効果的な推進を図り、子どもが豊かな心と
規範意識を育むための取組を推進する。

教育委員会
事務局

生徒指導課

継続 児童虐待に関する研修の実施
　関係機関との一層の連携を図り、児童虐待の未然防止や早期発見、再発防止に向けた
取組を推進する。

教育委員会
事務局

生徒指導課

継続 心の居場所づくり推進事業
　子どもたちの居場所をつくり、子どもが伸び伸びと学び育つ環境を整えるため、ス
クールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置や「こども相談２４時間ホッ
トライン」の運営等に取り組む。

教育委員会
事務局

生徒指導課

継続
携帯電話・インターネットの不
適切利用防止対策の推進

　スマートフォン等の急速な普及に伴い、子どもたちの間で無料通話アプリ等を介した
トラブルや犯罪等の危険性、長時間利用等の依存性の問題が増加している中、子どもた
ち自身がこれらを正しく活用できる力を育成するとともに、子どもと保護者など大人が
課題意識を共有し、共に行動することを促すため、市民や事業者と連携し、社会総がか
りでインターネットの不適切利用防止対策を推進する。

教育委員会
事務局

学校事務支援室
生徒指導課
生涯学習部
学校地域協働推進
担当

継続 健康教育の推進
　子どもたち一人一人の「心と体の健康」に焦点を当てた健康教育の取組を充実するこ
とにより、身体的・精神的・社会的に、より健康になろうとする子どもたちの育成を目
指す。

教育委員会
事務局

体育健康教育室

継続
学校における性に関する指導・
エイズ教育の推進

⑴児童・生徒に性やエイズについての正しい認識をもたせる。
⑵人権尊重の観点に立った性に関する指導やエイズ教育を推進する。
⑶児童・生徒が生命尊重や人間尊重、男女平等の精神に基づき、望ましい行動がとれる
性に関する指導やエイズ教育の系統的な指導体系を確立する。

教育委員会
事務局

体育健康教育室

継続 生涯学習アドバイザー制度
　地域における生涯学習の振興、人権啓発活動の推進、ＰＴＡ活動の振興を図る取組な
どについて、学校、社会教育関係団体への助言・指導を行う生涯学習アドバイザーを置
くことで、市民に生涯学習の推進を促す。

教育委員会
事務局

生涯学習部
生涯学習推進担当

継続 温もりの電話相談員の養成
　京都市地域女性連合会とのパートナーシップの下、子育ての悩みから季節野菜の料理
法まで、どんなことでも気軽に相談できる電話相談の相談員を養成し、温もりのある地
域社会の構築を目指す。

教育委員会
事務局

生涯学習部
生涯学習推進担当

継続
各学校・幼稚園における保護者
対象の学習会、懇談会等人権学
習会の開催

　「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」の理念をふまえ、子どもた
ちの命を守り、子ども一人一人の今と未来を大切にする家庭の教育力の向上につながる
テーマを設定した学習会や、保護者同士の語り合いの場を設け、家庭でのよりよい教育
の充実・促進を図る。

教育委員会
事務局

生涯学習部
学校地域協働推進
担当

継続 京都市ＰＴＡフェスティバル

　京都市立の全校種のＰＴＡ会員が、会員同士の交流や各校ＰＴＡの活性化を図り、ま
た、親子が一緒になって遊び、学ぶことを通して親子の絆を深めることを目的に開催。
その際に、人権啓発の内容も取り扱い、参加された方の人権に関する意識の高揚を図っ
ている。

教育委員会
事務局

生涯学習部
学校地域協働推進
担当

継続
人権月間におけるオンライン人
権学習会

　市民に人権の尊さを呼び掛け、差別のない明るいまちづくりを推進する。
教育委員会
事務局

生涯学習部
学校地域協働推進
担当

継続
「ゴールデン・エイジ・アカデ
ミー」の開催

　市民が、生涯にわたり自ら学び、教養を深める中で、人生の楽しみをより深く豊かな
ものにすることを目指し、人権問題を含め多様なテーマについての講演会を実施してい
る。

教育委員会
事務局

生涯学習部
施設運営担当（生
涯学習総合セン
ター中央事業館）

継続 人権問題啓発映画の貸出し
　あらゆる人権問題についての正しい理解と認識を深めるため、人権問題啓発映画を含
めた教材を無料で貸出ししている。

教育委員会
事務局

生涯学習部
施設運営担当（生
涯学習総合セン
ター中央事業館）

継続
「学びのフォーラム山科」の開
催

　講演会を通じて、市民の方の人権意識を始めとした教養を高める。
教育委員会
事務局

生涯学習部
施設運営担当（生
涯学習総合セン
ター山科）

継続
人権問題関連図書の展示と貸出
し

　市民があらゆる人権問題についての理解と認識を深める。
教育委員会
事務局

生涯学習部
施設運営担当（各
図書館）

継続
教職員研修（教職員の職務別・
経験年次別研修）

　学校教育における人権教育の確立・推進を目指し、教職員の人権意識の高揚及び実践
を推進する資質・指導力の向上を図る。

教育委員会
事務局

総合教育センター

継続 校・園内研修の実施 　自校・園における人権教育の確立・推進を図る。
教育委員会
事務局

総合教育センター

継続
教職員の教育研究団体研修への
支援

　学校教育における人権教育の確立・推進を図るとともに、教職員の人権意識の高揚及
び実践を推進する。

教育委員会
事務局

総合教育センター

継続
教育研究資料・教育関係図書の
充実

　本市教職員及び市民等を対象に、人権に対する意識の高揚を図る。
教育委員会
事務局

総合教育センター

継続
「生き方探究・チャレンジ体
験」推進事業

　中学校が授業の一環として、生徒それぞれの興味や関心に応じた様々な職業体験や勤
労体験に取り組む「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業を実施し高齢者福祉施設等
での体験活動を通して、他人への思いやりの心や主体性の育成を目的とする。

教育委員会
事務局

京都まなびの街生
き方探究館

継続
教育相談総合センターでの教育
相談

　子どもに関する様々な悩みに対して専門的な相談窓口を設け、保護者の子育てを支援
するとともに子どもの健やかな成長を促す。
⑴カウンセリング
　子どもの不登校や友人関係、いじめ、性格や行動、学習や学校生活のことなど、心の
ケアを要すると思われること、また、子どもの教育上のさまざまな課題や子育ての不安
について、教育・心理専門のカウンセラーが来所相談に応じる。
⑵日曜不登校相談
　｢最近学校に行くのを渋りだした｣など、不登校についての不安や気がかりについて相
談に応じる。

教育委員会
事務局

教育相談総合セン
ター

継続
不登校児童・生徒の「心の居場
所」づくり

　不登校児童生徒の健やかな成長に向け、学習や社会性育成の場を設ける。
教育委員会
事務局

教育相談総合セン
ター
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継続 常設展示の充実
　広く市民に対し京都での明治初期の地域住民と番組小学校の教師による障害児教育へ
の熱意と工夫を伝える。

教育委員会
事務局

学校歴史博物館

継続
学校・教育現場におけるＬＧＢ
Ｔ等性的少数者への理解促進

　「学校における人権教育をすすめるにあたって」に基づくLGBT等性的少数者に関わ
る課題に関する学習等を推進する。
　教職員がLGBT等についての正しい知識を有していることを子どもたちに発信した
り、受容する姿勢を態度で示したりするなど、子どもが相談しやすい環境づくりに努め
るとともに、相談があった場合には子どもや保護者の心情等に配慮した組織的な対応を
行う。

教育委員会
事務局

学校指導課

18 ページ


